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ページ 千子 誤 正

1 4 上から 6行目 柱列間隔 柱間間隔

1 7 下から l行目 S B 1596 S B 1586 

3 9 下から l行目 S B 11583 S B 1583 

5 1 上から 7行目 柱列 3列 柱列 2列
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5 4 註 2・b 発掘調査慨法 発掘調査慨報

5 4 註4・2行目 ケヅリ ケズリ

5 5 下から 5行目 t =0.15 t =0.15 m 

1 1 0 上から 9行目 秋田市教育員会 秋田市教育委員会
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序文

平成11年度秋田城跡発掘調査は、昨年度に引き続き政庁南

東側のー画にあたる大畑地区を実施しました。

調査の結果、政庁と外郭東門の中間部にあたるこの地域で、

規則的に配置された掘立柱建物群や住居跡から古代の兵器で

ある「琴」と墨書きされた土器が発見されるなど、実務的な

仕事が行われていた官街地域の可能性がでてきました O これ

は今後、秋田城跡の全容を解明していく上での一つの手掛か

りになると思われます。

また、 一昨年度完成いたしました外郭東門は周辺の歴史公

園とともに市民に学習の場や憩いの場として大いに利用され

ております。

このように、秋田城跡の調査が大きな成果をあげ、史跡の管

理と整備事業が順調に進んでおりますことは、文化庁、秋田

県教育委員会、整備指導委員会の諸先生、そして地元住民の

方々の多大なるご指導、ご協力の賜物と心より深く感謝申し

上げます。

、ν成 12年 3月31

秋田市教育委員会

教育長石黒俊郎
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例 E

の執筆、編集は西谷隆、進藤靖があたり、日野久が補佐した。

2.遺物の実測、 トレースは、松下秀博、西谷、進藤のほか、補助員の渡辺由孝、長嶋英子、栗山

佳子があたり、発掘調査、遺物整理は、打矢泰之(秋田大学大学院)、藤原崇(秋田大学)、渡

辺祐一 (秋田大学)、佐々木彩子(園皐院大学)、海道澄子(園皐院大学)が協力した。

3.遺構写真は西谷、進藤、遺物写真は進藤があたった。

器の解読は国立歴史民俗博物館教授平川南氏、日本学術振興会特別研究員三上喜孝氏に

お願いした。

5.漆紙文書の解読、執筆は平川南氏、 三上喜孝氏にお願いした。

6 .鉄製品のを秀取りについては、東北歴史博物館学芸部主任研究員手塚均氏、同博物館学芸部研究

及川規氏の協力を得て進藤が実施した。

7.発掘調査では上記のほかに、以下の方々、関係機関からの指導、助言を得た。記して感謝した

遺物

し"'0

新野直吉、岡田茂弘、渡透定夫、細見啓三、牛川喜幸、今泉隆雄、白鳥良一、坂井秀弥、岸本

文、平津毅、井上和人、金昌鏑、井上喜久男、余合昭彦、中島宏一、熊田亮介、渡部育子、

鐘江宏之、文イりす記念物謀、国立歴史民俗博物館、奈良国立文化財研究所、 宮城県教育委員会、

東北歴史博物館、多賀城跡調査研究所、東北芸術工科大学、秋田県教育委員会、秋田県埋蔵文

化財センター、秋田県立博物館、秋田大学〈敬称略・順不同)

凡例

1 .土器断面を黒く塗りつぶしたのカ顎恵器、中世陶器である。

2.土器の性格の相違は、下記スクリーントーンで表現したO

仁コ 黒色処理

転用硯

3.土器の表面付着物の相違は、下記スクリーントーンで表現した。

仁コ 煤
一一繍 漆

4.調整技術、切り離し等の表記は下記のとおりである。

0回転利用ケズリは、ケズリ調整と記載。ケズリ調整以外の調整はそのつど別記。

0ロクロ等広い意味の回転を利用したカキ目調整は、ロクロ利用のカキ自調整と記載。

0切り離し、粘土紐、タタキ痕跡等、成形時痕跡の消滅を目的としない軽度な器面調整痕跡は、

軽い撫で調整と記載。

0底部回転ヘラ切りによる切り離しは、ヘラ切りと記載。底部回転糸切りによる切り離しは、

糸切りと記載。底部回転以外の切り離しはそのつど別記。

0実測図、写真図版の縮尺は、特記のあるもの以外はすべて 1/3である。



第 l図 秋田減跡発掘調査位置図
1: 5，000 

亡コ平成10年度までの鯛査地

盤週刊11年開制

秋田市教育委員会



I 調査の計画

平成11年度の秋田城跡発掘調査は、第75次調査を実施した。

発掘調査事業費は総事業費(本体額)1，600万円のうち国庫補助額 800万円(50%)、県費補助額400万

円(25%)、市400万円 (25%)となっている。

調査計画は下記のように立案した。

表 1 発掘調査計画

調査次数 調 査地区 発掘調査面積m2
(坪) 調査予定期間

第73次 焼山地区北部 1，000 m
2 

(303) 8月1日........10月31日

第75次 大畑地区中央部 1，200 m
2 

(363) 4月12日........7月31日

計 2，200 m
2 

(666) 

以成11年度は秋田城跡第六次5ヶ年計画の 3年度にあたり第五次5ヶ年計画調査予定地のうち焼山

地区で未調査となっている部分と、第六次 5ヶ年計画に従い昨年にヲ|き続き大畑地区中央部を調査対

象としている。

第75次調査は、政庁から外郭東門に至る聞の区域にあたり、政庁域の南東側に隣接している大畑地

元中央部の一画、昨年度調査地の東側を調査対象とした。従来から学校跡地を含む広い未調査域が存

在し、第72次調査によって建物群の展開が予想されたこの地域の遺構の広がりや利用状況を把握する

ことを目的として実施した。

調査の結果、掘立柱建物跡9棟、柱列 2列、竪穴住居跡、 6軒、土坑20基、溝跡7条、土取り穴跡、 2

基等の遺構の存在を確認し、建物群、工房域などの利用状況を把握することができた。

第73次調査は政庁から外郭西門に至る聞の区域で、焼山地区中央部の北側及び西側隣接地にあたる

焼山地区北部の一画を調査対象とした。平成9年度までの調査で焼山地区中央部では、規則的配置に

基づく掘立柱建物群を検出しており、その北側及び西側における建物群をはじめとする遺構の広がり

や利用状況を把握することを目的としたが、調査については第75次調査の期間が延長されたことによ

り調査期間が短縮されたため、調査区周辺の竹薮等の伐採作業を一部実施するにとどまった。

9月21日に文イtJT記念物課岸本直文文部技官の現地指導を受けた。

10月 9日に第75次調査の現地説明会を開催し、 220名の参加者を得た。

叶 λ成 11年度の発掘調査実施状況は下記表 2のようになっている。

調査

大畑地

表 2 発掘調査実施状況

発掘調査面積m2
(坪)

l，286 m
2 

(390) 

1，286m
2 

(390) 

-1-

調査予定期間

4月12日---12月 7日



E 第 75次 調 査

1 )調査経過

第75次調査は、大畑地区中央部を対象に平成 11年 4月 12日から 12月 7日まで実施したO 発掘調査

面積は 1，286m2(390坪)である。調査地は政庁から外郭東門に至る聞の区域にあたり、前年度の第72

次調査地とは東に隣接している。調査地北西側の第33次調査や、隣接地である前年度第72次調査で

は掘立柱建物跡や竪穴住居跡、鍛冶工房跡、柱列跡等を検出している。調査地は旧高清水小学校跡地

で、現地形は校舎解体後に平坦に整地され、雑木の生える荒地となっていた。

調査は前年度に続いて建物群をはじめとする遺構の広がりや利用状況の把握を目的として実施し

た。まず、雑木の伐採及び樹良作業 を行い、その後調査区の設定を行った(4月12日-4月15日)。

表土除去作業を、昨年度第72次調査区との重複部分を除いた調査区西側から開始した。調査区のほ

ぼ全域には、 表土が小学校造成時の造成土と旧耕作土からなり、 厚 さは 10cm -.... 30 cmと比較的薄くな

っていた。調査区南西部では表土直下で第3層暗褐色土の遺物包含層の堆積が確認された。調査区北

東部では旧来別乍土直下で第 4層黒褐色土 ・褐色土の遺物包含層の堆積が確認された。調査区北西部、

中央部、南東部では表土直下で撹乱と削平により地山腐植土層面、地山粘土層面となっていた。また、

調査区北東側を除き、小学校建物の基礎である幅 1m前後の布掘り溝が北東から南西方向にかけて、

それと直交する北西から南東方向にかけて地山粘土層面を掘り込み、コンクリートの破片や拳大の栗

石を敷き詰めた状態で数条確認された。表土除去作業が終了した調査区南西部から土層観察用ベルト

の写真撮影と実測を行い、 完了したものからベルトを除去していった(4月16日-5月21日)。

表土除去作業終了後、土層観察用ベルトを除去 しながら調査区南側から遺ー構の精査を行ってい った。

それと併行して小学校造成時の撹乱穴の掘り下げを行った。調査区中央部に SB 1582を検出するとと

もに、南西部では、第72次調査で一部未検出で、あった S1 1542・1543の南壁を、 SK 1560の全体プラ

ンを検出した(5月24日---5月28日)。調査区南側では SB 1583、SA 1590、S1 1592、S1 1593や

第 3層暗褐色土層によって判然としないもののSK 1611をそれぞれ検出し、南東部では、 SB 1584、

S B 1585、SD 1598を、また SB 1583に重複する SD 1599、SB 1585に重複する SD 1600、SB

1583とSB 1585に重複する SD 1601、SB 1584に重複する SD 1602を検出した(5月31日-6月 1

)。調査区北西部では、第72次調査で一部未検出であった SB 1535の東桁行、南北梁聞を検出した

(6月2日)。各遺構の検出状況について調査区の全景写真撮影を行った (6月11日)0 S B 1582、S

B 1583、 SB 1584、 SB 1585、 SA 1590、SD 1598、SD 1599、SD 1600、SD 1601、SD 1602、

S K 1560、SK 1605、SK 1606、SK 1607、SK 1608、SK 1609、SK1610、SK 1611の断ち割り

と掘り下げを行い、その後土層断面の実測と写真撮影を行った(6月14日-7月9日)0 S 1 1541、

S 1 1542を床面まで掘り下げ、 S1 1541内よ りSK 1612、柱掘り方数基、また S1 1542内より SK

1623、柱掘り方数基をそれぞれ検出した。 S1 1541、S1 1542床面より検出した柱掘り方は、既に調

査区南側より検出していた柱掘り方とプランが一致することが判明し、 SB 1586、SB 1588とした

-2-
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第75次調査周辺地形加第 2~

SK S K 1559、

t最影を行った(7月14

S D 1533、S B 1588、

層断面の実測と 写

S B 1586、

げを行った後、

S B 1535、S B 1534、

S K 1623の断ち割りと掘り

13 ---7 12 (7 

1612、

26 7 

で畝状撹乱を多数検出した。この畝状撹乱を除去した後、調査区東側から北東部にかけての

これらS A 1591を検出した (7月27ロRと、を除去し、竪穴状遺構の-褐色、.、褐色第 4

げを行った(7月S 1 1593の掘りこれと併行して S1 1592、の遺構の断ち割りと掘り下げを行い、

し、断ち割りを行いげたところで柱掘り方4基を検S K 1559を中層 まで掘り---7月3028 

SK S 1 1593、S 1 1592、S 1 1542、S 1 1541、撮影を行った(8月2の実測と断

---8月 5後、それぞれのベルトを除去した(8月3

調査区全域に平面実測用の遣り方を設置し、調査区西側から平面実測を開始した(8 

撮影を行い終断面の実測、写1612の

-8 6 

24 

SB  撮影を行った (8月30位遺構の完掘状況についての全景写複関係後、、ρ面実測終

撮影を行S D 1599の完掘状況の写S K 1611、S K 1610、S K 1609、S K 1606、S K 1605、1582、

げを行っリりと掘りS B 1587の断ちS B 1584、層の掘り下げと、よりい、その後 SK 1559中

S 1 1592の東側でSB 1583府部分の柱掘り方に壊された S1 1592のカマ

S D 1603、S 1 1592カマド、S 1 1543、S 1 1542、

-3一

S A 1591、)0 SB1584、

-9月17

ドを検出した(9月9

た(9月2



S K 1614、 SK 1615、 SK 1616の掘り下げと

断ち割り、および土層断面の実測を行った(9 

月16日--9月 17日)。調査区北側で検出した竪

穴状遺構は2つの竪穴住居跡が重 複しているこ

とが判明したため、東側竪穴住居跡を S1 1595、

これに切られている西側の竪穴住居跡を S1 

1596とし、それぞれの掘り 下げを行うとと もに、

それと併行して調査区南部に堆積する遺物包含

層の除去を行った(9月17日--10月 1日)0 S 

1 1595、 S1 1596周溝の検出状況から、 S1 

1595、S1 1596と重複する竪穴住居跡が、さら

にもう 1軒検出され S1 1597とした (9月29

) 0 S 1 1592の床面精査に より S1 1594を検

出した (10月4日)0 S 1 1595東側でこの住

跡よりも新しい SK 1617が検出され、 実測等を

行った (10月 5日)0SB1586、 SB 1588、 S

K 1623の断ち割りと掘り下げを行い、 実測、 写

撮影を行った (10月6日---10月15日)。調査

ヌ南部の遺物包含層除去後、 SK 1622を検出するとともに、上層で一部検出していた SK 1611のふ

‘，， p
b
 q'

 

R
 

K
 

A
 

D
 

〆，‘必

至

PD

一-

7

E
 

m
gE
 

g
亙

帥
即
益

E

M
az
一

m
aE晴

a
a
mE
刷

体プランが広がることが判明し、これらの掘り下げ、 実測、 写真撮影を行った(10月14日---10月21

)0 SK1611の精査中に漆紙 1点が出土した(10月22日)0 SKI611、 SK 1622付近の平面実測を

行い、それと併行して SB 1586、 SB 1588、SB 1589の土層断面の実測を行った。また、 S1 1594 

の写真撮影、平面実測を行った(10月25日--10月28日)。

調査区全域の遺構調査 (10月29日---]1月 11日)を終了 した段階で全景写真撮影及び航空写真撮影を

行った (11月 12日----11月15日)。調査区北側の SB 1589、 S1 1595、 S1 1596、 S1 1597の平面実

測を行った(11月16日----11月22日)0 S 1 1595、S1 1596、 S1 1597の補足調査を行い、 調査を終

した (11月25日)。

発掘調査機材の整備、清掃等 を行い調査を終了したぐ12月 7日)。

9月21日に文化庁記念物課岸本直文文部技官の現地指導を受けた。

10月 9日に現地説明会を開催し、 220名の参加者を得た。
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2 ) 検出遺構と出土遺物

S B 1535掘立柱建物跡 (第 4図、図版7) 

調査区北西部の遺物包含層面及び地山腐植土層面で検出された。昨年度の調査で西側柱列カ苛食出さ

れていた。梁間 2間(3.0m + 3.0 m)、桁行 8間(1.8 m + 1 .8 m + 1 .8 m + 1 .8 m + 1 .8 m + 1 .8 m + 1 .8 

m + 1.8m)の南北棟の掘立柱建物跡である。建物方位は桁行が北で約3度西に振れる。柱掘り方は80

cm--154 cmX 102cm---142 cmの方形及び、長径144cm --160 cm X短径90cm--125 cmの楕円形で深さ30cm--86 

cmで、ある。柱痕跡は直径約40cmで、ある。 SB 1582、 SB 1589、SB 1534と重複し、これらより 古い。

S B 1535出土遺物 (第 5図、図版24)

鉄製品(1) :柱掘り方埋土出土の鉄鉱である。

S B 1582掘立柱建物跡 (第 6図、図版5) 

調査区中央部の遺物包含層面及び地山腐植土層面で検出された。桁行5問(2.7m +2.7 m + 2.7 m + 

3.0m + 2.7 m)、梁間3問 (2.7m +2.7 m +3.5 m)で、北側2聞が身舎、南側 l聞が府部分となる、南府

東西棟の建物跡である。建物方位は梁聞がほぼ真北を向く。柱掘り方は 70cm --138 cm X 80 cm ---135 cm 

の方形及び長径165cm X短径126cmの楕円形で、深さ50cm ---100 cmで、ある。柱掘り方に抜き取りが入

るが、柱痕跡は直径約30cmで、ある。SB 1535、SB 1585、S1 1595 ---1597と重複 し、 SB 1585より

も古 く、 S1 1595 --1597よりも新しい。

S B 1582出土遺物 (第 7図、図版24)

いずれも柱掘り方抜き取り部分出土である。

赤褐色土器(1 ) :糸切り無調整の杯である。

緑紬陶器(2) :輪花椀口縁部である。内外面に刷毛塗りに より施粕している。

S B 1583掘立柱建物跡 (第 8図、図版6) 

調査区南部の遺物包含層面で検出された。南側が調査区外のため不明ではあるが、現状では桁行 5

間(3.0m +3.0 m + 3.0m + 3.0 m +3.0 m)、梁間 2間以上(3.5m +2.7 m +…)で南側 1間以上が身舎、

北側 1聞が府部分となる、北府東西棟の掘立柱建物跡である。建物方位は北で約 2度西に振れる。柱

掘り方は 70cm --140 cm X 90 cm --130 cmの方形及び長径90cm --100 cm X短径80cm --88 cmの楕円形で、

深さ 40cm ---120 cmで、ある。柱掘り方全てに抜き取りが入り、柱痕跡は不明である。 S1 1592、S1 

1594、SB 1586、SB 1588と重複 し、これらよりも新しい。

S B 1583出土遺物 (第 9図、図版24)

いずれも柱掘り方抜き取り部分出土である。

須恵器(1・2): 1はヘラ切り撫で調整の杯、 2は糸切り無調整の杯である。 2は底部に判読不能

の墨書がある。

赤褐色土器(3--5):3は糸切り無調整の杯である。 4は糸切り無調整の均二の底部で「厨Jの墨

-7-
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がある。5は甑である。体部下半に手持ちケズリ調整を施す。

S B 1584掘立柱建物跡(第10図、図版8) 

調査区南東部の地山腐植土層面で検出された。南側が調査区外のため不明ではあるが、現状では桁

行 3間以上 (2.1m + 2.1 m + 2.1 m +…)、梁間 1問(2.1m) の南北棟の比較的規模の小さい掘立柱建物

跡である。建物方位は桁行が北で約 1度東に振れる。柱掘り方は長径54cm --74 cm X短径48cm --60 cm 

の楕円形で、深さ40cm --70cmで、ある。柱痕跡は直径20cmで、ある。
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S B 1585掘立柱建物跡 (第 10図、図版9) 

調査区南東部の遺物包含層及び地山腐植 で検出された。南側が調査区外のため不明であるが、

現状では桁行 3間以上(2.7m+2.7 m+2.7m+…)、梁間 2間(2.8m + 2.8 m)の南北棟の掘立柱建物

跡である。建物方位は桁行が北で約 2度西に振れる。柱掘り方は 100cm--130 

cmXl14cm--135cmの方形及び長径120cmX短径約 100cmの楕円形で、深さ 70cm--

114cmで、ある。柱掘り方全てに抜き取りが入り、柱痕跡は不明である。 SB 1582 

と重複し、これよりも新しい。

S B 1585出土遺物 (第 11図、図版24)

いずれも柱掘り方抜き取り部分出土である。

鉄製品(1 .2) :1は鉄釘、 2は鉄鍛である
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S B 1585掘立柱建物跡

S B 1586掘立柱建物跡 (第12図、図版10) 出土造物

調査区西側の地山腐植土層面及びS1 1541・1543・1592・1594床面より検出された。桁行 5間(2.7

m +2.7 m +2.7 m + 3.0m +2.7 m)、梁間2問(2.7m +2.7 m)の南北棟の掘立柱建物跡である。建物方

位は桁行が北で約 1度西に振れる。柱掘り方は86cm ---11 6 cm X 90 cm --125 cmの方形及び長径128cm X 

短径110cmの楕円形で、深さ50cm --58 cmで、ある。柱掘り方全てに抜き取りが入り柱痕跡は不明である。

S B 1583、 SB 1588、 S1 1541、S1 1543、 S1 1592、 S1 1594と重複し、 SB 1583、 S1 1541、

S 1 1543、 S1 1592、S1 1594よりも古く、 SB 1588よりも新しい。

S B 1587掘立柱建物跡 (第13図、図版 12)

調査区北部、地山腐植土層面で検出された。北側が調査区外のため不明であるが、現状では桁行 4

間(3.6m + 3.6 m +3.6 m +3.6 m)、梁間 1間以上(1.3m 以上+…)の東西棟の掘立柱建物跡である。建

物方位は桁行が東で約 4度北に振れる。柱掘り方は90cmの円形で、深さ 45cm --64 cmで、ある。柱掘り

方全てに抜き取りが入り、柱痕跡は不明である。SB 1589と重複し、これよりも新しい。

S B 1588掘立柱建物跡 (第14図、図版11) 

調査区南西部の地山腐植土層面及びS1 1542・1543・1592・1593・1594床面より検出された。南

側が調査区外のため不明であるが、現状では桁行6間以上(1.8m + 1.8 m + 1.8 m + 1.8 m + 1.8 m + 1.8 

m+…)、梁間3間(3.0m + 3.0m + 3.0 m) で東側 2聞が身舎、西側 1聞が府部分となる、西府南北

棟の掘立柱建物跡である。建物方位は桁行が北で約 3度西に振れる。柱掘り方は、70cm --124cm X 98 

cm--112cmの方形で、深さ 60cm --116 cmで、ある。柱痕跡は直径約30cmで、ある。

S B 1589掘立柱建物跡 (第 15図、図版12)

調査区北側、 S1 1595・1596・1597埋土面及び地山腐植土層面で検出された。桁行5問 (3.0m + 

3.3 m + 3.3 m + 3.3 m + 3.3 m) 梁間 2問 (3.0m + 3.0 m) の東西棟の掘立柱建物跡である。建物方位

-12-
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第 14図 SB 1588 

掘立柱建物跡

l明 。1

I() 

相

J

一

S A 1500柱列(第 3図、図版13) 

S A 1591柱列(第 3図)

調査区東側の地山腐植土層面で、検出されたo 削平のため不明であるが、 2基以上の掘り方よりなる
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南北方向の柱列で、全体に削平により浅くなっている。方位は北で約 1度東に振れる。柱間間隔は北

より 2.7m+2.7 m+…である。柱掘り方は44crn ---74 crn X 48 crn ...._ 72 crnの方形で、深さは48crn ---54 crn 

である。柱掘り方には抜き取りが入り、柱痕助、は認められない。

S I 1541竪穴住居跡(第 3図)

S 1 1541は第 72次調査で検出 されていた住居跡である。第72次調査で床面と した部分に赤褐色土器

小破片・焼土等が含ま
Ic刃 ⑧ |∞ 

hp.ys

。。

。

A 

Ic刃
|∞ 

れており、これを掘り

下げたところ地山粘土

層面から SB 1586掘立

柱建物跡の掘り方が検

出された。したがって、

昨年度床面とした部分

は貼床と考えられる。

S I 1542竪穴住居跡

(第 16図)

A 昨年度の第 72次調査
一

で東及び南側が調査区

外のため不明であった

が今回全容が検出され

た。平面形は東西 5.2

mX南北6.5mの方形を

呈 し、西壁はほぼ真北

を向いている。カマド

は検出されない。西辺

に幅25crn ---30 crn、j采さ

14crnの周溝が検出され

第 16図 S 1 1542・1543竪穴住居跡

1 : 60 

一16-

2m 
l 複し、 S1 1543、S1 

1592、S1 1594よりも



新しく、 SK 1560よりも古い。

S I 1542出土遺物(第17図、図版24)

須恵器(1'2):1は台付杯で、底部に菊花状の調整痕が認められ、切り離しは不明である。 2は

糸切り無調整の杯である。

赤褐色土器(3---5):いずれも杯の体部破片で、判読不能の墨書がある。

S I 1543竪穴住居跡(第 16図)

調査区南側のS1 1542床面で一部が昨年度検出されていた。平面形は東西4.6mX南北5.3mの方形

を呈し、 西壁はほぼ真北を向いている。カマドは検出されない。四辺に幅 14cm ---26 cm、深さ 10cm---

20cmの周溝が検出さ れた。北西隅に柱掘り方が検出された。 S1 1542、SB 1586、SB 1588、SK

1560、S1 1592、S1 1594と重複し、 S1 1542より古く、 SB 1586、SB 1588、SK 1560、S1 

1592、S 1 1594よりも来庁しい。

S I 1543出土遺物(第 17図、図版24)

赤褐色土器(6---8):6は糸切り無調整の杯である。 7. 8は糸切り無調整の杯の底部破片で、判

読不能の墨書がある。

緑紬陶器 (9):削り出しの高台を持つ域で、ある。底部及び体部内外面に施利され粕は淡い緑色を呈

する。
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第 17図 S 1 1542・1543竪穴住居跡出土遺物 1 --5 S 1 1542 6 --9 S 1 1543 0 1 :3 10aa 

S I 1592竪穴住居跡(第18・19図、図版14)

調査区西側の遺物包含層面で検出された。平面形は東西4.5mX南北 8mの長方形を呈 し、西壁は

北で約 5度東に振れる。カマドはSB 1583廟部分の掘り方によって一部削平されているが、東壁中央

南寄りに土混じりの粘土で構築され、現状では煙道部は幅22cm、長さ40cmの溝状となって遺存 して

いる。北辺及び東辺、西辺の北側に幅 10cm ---24 cm、深さ 6cm ---8 cmの周溝が検出された。また南辺

を除く壁直下に柱掘り方が検出された。住居壁高は35cmを計る。 SB 1583、SB 1586、SB 1588、

S 1 1542、S1 1543、S1 1593、S1 1594と重複 し、 SB 1583、S1 1542、S1 1543よりも古く、

S B 1596、SB 1588、S1 1593、S1 1594よりも新しい。
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ド S I 1592出土遺物(第20
J I I 

⑧ 図、図版24・25)

須恵器 (1---3):1、

2はヘラ切り後、軽い撫

A 1『、→ー』二十EY )) ~ 
で調整を施す杯である。

3は糸切り無調整の杯で

。c。s 品h 、 ?ア!卜 ある。底部に ixヵ」の

ヘラ記号がある。

A 46m80 A 赤褐色土器(4---6):

4は糸切りで体部下端に

ケズリ調整を施すと考え

られる杯の底部破片であ

る。 5は糸切り無調整の

。
1 : 30 1m 均二の底部破片である。 4

第 19図 S 1 1592カマド
は底部に判読不能の墨

が、 5は底部に「琴」 の墨書がある。6は平底の小型愛で、底部に丁寧な撫で調整を施すため切り離

し不明で、ある。体部内外面にロクロ利用のカ キ目調整を施す。 二次加熱を受けている。

フイゴ羽口(7):フイゴ羽口の先端部で、基部は欠損している。

石製品(8):安山岩製の紡錘車で欠損している。

1(7-518) 
2(7-519) 

ミ さささ4 _6夕 、____f-一一

6( 7-523) 

第20図 S 1 1592竪穴住居跡出土遺物
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S I 1593竪穴住居跡(第21図、図版14)

調査区中央南側の遺物包含層面で検出された。平面形は東西3.0m以上×南北3.4mの方形を呈する

と考えられ、東壁は北で約 9度西に振れる。カマド、柱掘り方とも検出されない。 SB 1588、S1 

1592と重複し、 S1 1592よりも古く、 SB 1588よりも新しい。

S I 1593出土遺物(第22図、図版25) 

赤褐色土器(1 ) :糸切り無調整の皿である。

⑧ 

品、司ヨ。。

¥ 二)
第22図 S 1 1593竪穴住居跡

出土遺物

S I 1594竪穴住居跡(第23図、図版15) 

調査区西側 S1 1592床面で検出された。平

面形は東西4.5mX南北5.5mの長方形を呈

し、西壁は北で約5度東に振れる。カマ ドは

検出されない。四辺に幅 10 cm ----2 8 cm、深さ

8 cm ----1 0 cmの周溝が検出された。南辺に土坑

を伴う。住居壁高は40cmを計る。 SB 1583、

S B 1586、 SB1588、S1 1592と重複 し、

S B 1583、S1 1592よりも古く、 SB 1586、

S B 1588よりも新しい。

S I 1594出土遺物(第24図、図版25) 

須恵器(1 ) :床面直上出土で、ヘラ切り後、

軽い撫で調整を施す杯である。

o <4・ cn 2m 
第21図 S 1 1593竪穴住居跡 1 1 .ou 

S I 1595竪穴住居跡(第25・26図、図版 15・16)

調査区北側の地山腐植土層面で検出された。平面形は東西 6.8mX南北8.5mの長方形を呈し、西壁

は北で約3度西に振れる。カマドは検出されない。四辺に幅30cm ----44 cm、深さ 10cm ----15 cmの周溝が

検出され、底部に径10cm -20 cm前後の小さな柱痕跡が多数検出された。また、西辺の周溝中央南寄

りに幅15cm ----20 cm、深さ 3cm ----5 cmの東西方向の溝が二条検出された。住居壁高は48cmを計る。南

側の床面には堅く赤く焼けた面が確認された。SB 1582、SB 1589、SK1617、 S1 1596、S1 1597 

と重複 し、 S1 1596、S1 1597よりも新しく、 SB 1582、SB 1589、 SK1617よりも古い。

S I 1595出土遺物(第27・28図、図版25・26)

須恵器(1 ----15) : 1・ 2はヘラ切り後、軽い撫で調整を施す杯である。3は糸切り無調整、 5は糸

切り後、底部及び体部下端にケズリ調整を施す杯である。 4 . 6はヘラ切り後、撫で調整を施す杯で

ある。 7-11は、ヘラ切りで台周縁に撫で調整を施す台付杯である。 4は体部に「大口」の墨書が、 5

|∞ 

A 47mOO A' 

物物勿放蕩妥Z
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第 24図 S1 1594 

竪穴住居跡出土遺物

には底部に「官」の墨書が、

6は底部に判読不能の市

が、 10 は底部に「巾J の~

がある。11は底部に ixJ

のヘラ記号がある。12は擬

守珠状のツマミのつく 葦

で、ヘラ切り後、天井部に

軽い撫で調整を施す。天井

部内面は硯に転用してい

る。13は擬宝珠状のツマ、

のつく 蓋で、天井部切り離

し後ケズリ調整を施すため

切り離し不明である。14は

リング状のツマミのつく蓋

で天井部切り離 し後、ケズ

リ調整を施すため切り離し

。
。

l∞ 

A 

1 : 60 

不明である。また、ツマミ

取り付け後、ツ マミ周縁に撫で調整を施す。内面は硯に転用している。15は双耳鉢の耳部分と考えら

れる。

第23図 S 1 1594竪穴住居跡

赤褐色土器(16):長胴斐の体部上半から口縁部である。内外面にロクロ利用のカキ目調整を施す。

鉄製品(17):鋤の刃先である。

S I 1596竪穴住居跡(第25・26図、図版15) 

調査区北側の地山腐植土層面S1 1595の西側で検出された。東辺は S1 1595により壊されている

が、 平面形は一辺8.5mの方形を呈し、西壁は北で約4度西に振れる。カマドは検出されない。東辺

を除く 三辺に幅28cm ----40 cm、深さ 20cm----25 cmの周溝が検出された。S1 1595で検出された小さな柱

痕跡はほとんど検出されない。北西及び南西に長軸 1.0m ----1.1 m、短軸96cm ----100 cm、深さ1.2m----

1.3 mの柱痕跡が伴う 。住居壁高は30cmを計る。SB 1582、SB 1589、S1 1595、S1 1597、SK

1620と重複 し、 S1 1597よりも新しく 、SB 1582、SB 1589、S1 1595、SK 1620よりも古い。

-21-
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S D 1553溝跡(第 3図)

調査区西側の地山腐植土層面、地山粘土面で検出

された。幅40cm -----60 cm、深さ 10cm -----43 cmで、北から 3.0mのところで

1 (7-545) ~ JJ : 31 !? 北西方向に2.8 m走り、さらに東方向に3.2m以上、南東方向に5.5mの

一股に分かれている溝跡である。全体に削平により浅くな っている。
第29図 S 1 1596竪穴

住居跡出土遺物 溝の方向は西側において北で約 5度西に振れ、 東側において約 9度南

C二〈 立二コ
17(7 -544) 第28図 S 1 1595竪穴住居跡

遺物②

S I 1596出土遺物(第29図、図版26)

須恵器(1 ) :ヘラ切り後、ケズリ調整を施す杯で

ある。内面は硯に転用している。

S I 1597竪穴住居跡(第25・26図、図版15.16) 

調査区北部のS1 1596床面より検出された。、1/

形は S1 1595により壊されているため不明である

が、現状では東西 5.5m以上×南北8.0mの方形を

すると考えられ、西壁は北で約 4度西に振れる。北

辺及び東辺を除く 二辺に、|幅25cm -----48 cm、深さ 10

cmの周溝が検出され、底部に径 10cm前後の小さな柱

痕跡、が多数検出された。SB 1582、SB 1589、 S1 

1595、S1 1596と重複し、いずれよりも古い。

へ振れ、さらに南東側において約20度南へ振れる。溝底部には鋤先状の工具痕が確認される。 SK

1559、S1 1541と重複し、 S1 1541よりも古く、 SK 1559と同時期と考えられるO

S D 1598溝跡 (第 3図、図版 16)

調査区南東部の遺物包含層面で検出された。幅30cm---50 cm、深さ 14cm ---22 cm、長さ 8mの南北方

向の溝跡である。全体に削平により浅くなっている。溝の方向は北で約 5度東に振れる。SB 1585、

S K 1607、SK 1608、SD 1601と重複し、 SB 1585、SK 1607よりも新しく、 SD 1601よりも百い。

S D 1598出土遺物

灰柚陶器:埋土から灰粕陶器の小破片が出土しているが、図示し得なかった。

S D 1599溝跡 (第 3図、図版13)

調査区南東部の遺物包含層面で検出された。幅30cm---50 cm、深さ 20cm ---26 cm、長さ 5mの南北方

向の溝跡である。全体に削平により浅くなっている。溝の方向はほぼ真北を向く 。

S D 1599出土遺物 (第30図)

灰紬陶器(1 ) :椀の口縁部から体部上部にかけての破片である。内面に刷毛塗 りにより施糊されて

ベJ吋
，h



いる。

7 
1(7-546) 

S D16∞溝跡 (第 3図、図版16) 第 30図 S D 1599溝跡出 土遺物 !JJ:31:? 

調査区南東部の遺物包含層面で検出された。幅38cm........ 48 cm、深さ 36cm........ 50 cm、長 さ5.5mの南北

方向の溝跡である。溝の方向はほぼ真北を向く 。 SB 1583、SD 1601と重複し、 SB 1583よりも新

しく、 SD 1601よりも古い。

S D 1601溝跡 (第 3図、図版17)

調査区南東部の遺物包含層面及び地山腐植土層面で検出された。幅24cm ........42 cm、深さ30cm ........38 cm、

長さ 9.7m 以上の東西方向の溝跡である。溝の方向は東で約 2度南へ振れる。 SB 1583、SB 1585、

S D1598、SA 1590と重複し、 SD 1598、SA 1590よりも新しく、 SB 1583、SB 1585よりも百い。

S D 1602溝跡 (第 3図、図版 16)

調査区東部の地山腐植土層面で検出された。幅24cm........ 44 cm、深さ 12cm---15cm、長さ4.5mの南北

方向の溝跡である。全体に削平により浅くなっている。溝の方向は北で約 4度東へ振れる。SB 1584 

と重複し、これより新 しい。

l(7 -547) 
第 31図 S D 1ω2溝跡 ? .13. ，5T 

S D16a溝跡 (第 3図) 出土遺物

調査区中央部の地山粘土層面で検出された。幅30cm........ 50cm、深さ 9cm---15 cm、長さ 1.5m以上の南

S D 1602出土遺物 (第31図、図版26)

赤褐色土器(1 ) :糸切 り無調整の杯である。

1595と重複し、これより古い。

S D 1604溝跡 (第 3図)

調査区南部の遺物包含層面で検出された。幅27cm........ 32 cm、深さ 15cm ---18 cm、長さ2.7mの東西方

向の溝跡である。全体に削平により浅くなっている。溝.の方向はほぼ東西を向く 。

S K 1559土坑 (第32図、図版17・18)

調査区北西部の地山腐植土層面及び昨年度検出されている SK 1555の底面を掘り下げて検出された

取り穴である。土取り穴の掘り込みは、径 4m---l0mの円形または楕円形及び一辺4.5mの方形の

規模の土取り穴が連続したもので、底面は約70cm ---1 mの高低差で、凹凸がある。土取り穴の範囲は東

西約11m、南北約 13m 以上、深さは地山腐植土層面から 2.4mとな っている。土取り穴壁面及び底面

からは全域に工具の幅約20cmの鋤の痕跡が残っている。
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S K 1559出土遺物(第33---35図、図版26---29) 

1 ----20は第72次調査で出土したもので、埋土上層の出土である。

須恵器(1----6): 1はヘラ切り無調整の杯である。2はヘラ切り後、撫で調整を施す杯である。3

はヘラ切り後、底部から体部下端にかけてケズリ調整を施す杯である。4は糸切りで台周縁に撫で調

整を施す台付均二である。 5は杯の底部、 6は杯の口縁部の破片であるo 3は底部に「中J、4、 5は

底部に 6は体部に判読不能の墨書がある。

赤褐色土器 (7----18): 7---12、14----17は糸切り無調整の杯である。13は糸切りで底部から体部

端にかけてケズリ調整を施す杯である。18は底部の破片である。13は底部に「厨酒杯」、 14、17は底

部に「厨J、川底部に 樹 、15、18は底部に判読不能の墨書がある。

フイゴ羽口(19):フイゴ羽口先端部であり基部は欠損している。

鉄製品(20):比較的大型の鉄鍛である。

21 ----60は第75次調査で出土したもので、埋土上層~中層の出土遺物である。

須恵器(21----42) : 21、23----28はヘラ切り後、撫で調整を施す杯である。22、30はヘラ切り後、軽

い撫で調整を施す杯である。29は糸切り無調整の杯である。29は底部に判読不能の、 30は底部に

「千」の墨書がある。22は内面を硯に転用している。31---35はヘラ切りで台周縁に撫で調整を施すム

付杯である。34は底部に ixJのヘラ記号、 35は底部に「回lllJの墨書がある。34は底部外面を硯

に転用している。36は糸切りで台周縁に撫で調整を施す台付皿である。37は擬宝珠状のツマミのつく

蓋で、天井部切り離し後、ケズリ調整を施すため切り離し不明である。天井部内面は硯に転用してい

る。38は小ぶりな扇平のツマミのつく蓋で、ヘラ切り後、ケズリ調整を施す。内面は硯に転用してい

る。39はリング状のツマミのつく蓋で、天井部切り離し後、ケズリ調整を施すため切り離し不明で、あ

る。天井部内面は硯に転用している。40は天井部切り離し後、ケズリ調整を施すため切り離し不明の

蓋である。ツマミはつかないと考えられる。内面は硯に転用している。41は盤で、底部にケズリ調整

を施すため切り離し不明である。内面は硯に転用している。 42は三段構成の長頚瓶で、頚部は欠損し

ている。底部はヘラ切りで、台周縁に撫で調整を施す。

土師器(43):平底の小型斐と考えられる。体部下半は欠損している。口縁部から頚部にかけて内外

面にロクロ利用のカキ目調整を施す。外面体部下端には手持ちケズリ調整を施し、底部外面には木葉

痕が認められる。内面体部上半には木口状の工具による撫で調整を施す。底部内面に工具により強い

撫で付けを行う 。

赤褐色土器 (44---50) : 44 ----46は糸切り無調整の杯である。44、45は内外面に煤状の炭化物が付着

する。47は糸切りで底部から体部下半にかけてケズリ調整を施す杯である。外面体部下半に判読不能

の墨書がある。48は杯の口縁部から体部下端にかけての破片と考えられ、外面体部下半に「厨jの日

がある。49は静止糸切りで底部から体部下半にかけてケズリ調整を施す杯である。底部に判読不能

の墨書がある。50は糸切りの杯の底部破片で、判読不能の墨書がある。

緑紬陶器 (51):椀底部から体部上半にかけての破片である。底部内面に沈線が 1条廻る。内外面に

刷毛塗りで施紬されている O

-28 -
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灰紬陶器(52):台付椀の底部から体部の破片である。内面に刷毛塗りで施粕されている。

弥生土器 (53):高杯の底部から脚部の破片である。底部内面はミガキ調整 を施し、中央部に l条の

沈線による円文が施文される。脚部は外面は数条の沈線による変形工字文が施文され、小さい貼癒が

見られる。内面はミガキ調整を施す。

鉄製品(54):鉄鍬で下部は欠損している。

フイゴ羽口(55---57) :いずれもフイゴ羽口先端部であり、 基部は欠損 している。

石製品(58---61) : 58、59は提砥石で、 4面を使用している。58は上部と下部に穴が穿たれている。

60は4面使用の砥石で、穴を穿 とうとした痕跡が認められる。61は2面使用の砥石で、一方が欠損し

ている。石質は58---60は凝灰岩、61は泥岩である。

S K 1560土坑(第36図、図版19)

調査区南部の暗褐色土層面を除去して検出された。長径5mX短径4.9m、深さ1.9mの円形の土坑

である。土坑壁面及び底面には工具の幅約20cmの鋤の痕跡が残っている。S1 1542、S1 1543と重

複しこれらよりも新しい。
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S K 1560出土遺物(第37図、図版29・30)

須恵器 (1---5): 1はヘラ切り後、軽い撫で調整を施す杯である。2は糸切り無調整の杯である。

3はヘラ切り後、撫で調整を施す杯である。 4は杯の口縁部から体部にかけて、 5は体部の破片であ

る。 3は底部に「定J、4、5は体部に判読不能の墨書がある。 5は内面が硯に転用されている。

赤褐色土器(6 ---25 ) : 6 ---19は糸切り無調整の杯である。19は体部に判読不能の墨書がある。20

--23は糸切り無調整の皿である。24は糸切り無調整の杯の底部破片で、判読不能の墨書がある。25

は蓋で、天井部切り離し後、丁寧な撫で調整を施すため切り離し不明である。

S K 1605土坑(第38図、図版20)

調査区東部の遺物包含層面で検出された。長径2.6mX短径2.2m、深さ32cmの歪んだ、楕円形の土坑

である。

S K 1600土坑(第38図、図版20)

調査区東部の遺物包含層面で検出された。長径3mX短径2.5m、深さ 30cmの楕円形の土坑で、ある。

S B 1582と重複 し、これより古い。

S K 1607土坑(第39図)

調査区東部の遺物包含層面で検出された。長径1.3m X短径 1m、深さ 30cmの楕円形の土坑で、ある。

S B 1585、SD 1598と重複 し、 SB 1585よりも新しく、 SD 1598よりも古い。
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S K 1608土坑(第39図)

調査区東部の遺物包含層面で検出された。長径1.1m X短径 1m、深さ30cmの楕円形の土坑で、ある。

S K 1609土坑

調査区東部のSB 1585掘り方上面で検出された。長径1.5mX短径0.7m、深さ 40cmの楕円形の土

坑で、埋土には多量の焼土を含んでいる。

S K 1610土坑

調査区東部の SB 1585掘り方上面で検出された。長径85cmX短径60cm、深さ60cmの楕円形の土坑

で、埋土には多量の焼土を含んでいる。

S K 1611土坑(第40図、図版21) 

調査区南部の地山粘土層面で検出された。長径3.1mX短径2.3m、深さ50cmの楕円形の土坑で、ある。

埋土最下層の第 4層にぶい黄褐色土・暗褐色土・褐色土混合層から漆紙文書が出土している。

S K 1611出土遺物(第41図、図版30・31)

須恵器 (1-4): 1はヘラ切り後、軽い撫で調整を施す杯である。 2 . 3はヘラ切りで台周縁に

撫で調整を施す台付杯である。 4は杯の口縁部から体部上半にかけての破片で、「官ヵjの墨書がある。

赤褐色土器(5・6): 5は糸切り無調整の杯である。 6は小型斐の口縁部から体部上半にかけての

破片である。

S K 1612土坑(第39図)

調査区西部で検出されたS1 1541貼床面下で検出された。長径1.9mX短径15m、深さ 15cmの歪んだ

楕円形の土坑である。 S1 1541、SB 1586と重複し、 S1 1541よりも古く、 SB 1586よりも新しい。

戸、J2
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υ1 

持ミ
S K 1613土坑(第 3図)

⑧ 、0¥ 〔ふ ノ》 。。rε ~ 調査区北東部の地山腐植

層面で検出された。全容

については東側部分に重複

する他の遺構のプランが不

主 l I k¥.ムノ ¥ ~~ミミ
明であり、また調査区外で

あることから調査は次年度

以降行うこととした。

S K 1613出土遺物 (第 42

図、図版31)

赤褐色土器(1--7):1 

--5は糸切り無調整の均二で、
S K 1623 い ¥ ~ ~ 

υ1 ある。 4は底部に「丸子J、

5は底部に「厨Jの墨書がυt 

1¥6roSO
主 ある。 6は糸切りで、台周

縁に撫で調整を施す台付杯

b. 後タノ である。 7は葦でツマミ部

分が欠損している。天井部

切り離し後、丁寧な撫で調
B ゲ'///" B 

47mOO -
整を施すため、切り離し不

明である。
1 : 60 2m 

第40図 S K 1611・1619・1622土坑

1 (7-634) 
3(7-636) 

2(7-635) 

¥二
4(7-637) 5(7-638) 

第41図 S K 1611土坑出土遺物 1 :3 10cm 

S K 1614土坑(第43図、図版22)

調査区南部の遺物包含層面で検出された。長径2.1mX短径2.1m、深さ35cmの不整形の土坑で、ある。

S B 1583と重複し、これよりも古い。
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1(7-640) 

第42図 S K 1613土坑出土遺物

I~ ⑧ 

2(7 -641) 3(7 -642) 

6(7 -645) 

1: 3 1曲開
ノf 、

7(7 -646) 

S K 1614出土遺物(第44図、図版31) 

鉄製品 (1):鉄鉱である。

1')> 

9 1 : 60 
第43図 S K 1614土坑 I

S K 1615土坑(第45図、図版22)

調査区中央部の地山粘土層面で検出さ

れた。長径3.6mX短径1.8 m、深さ 34cm

の楕円形の土坑である。 SK 1616、SB
1 (7 -647) 

1582と重複し、 SB 1582よりも古く、 S
2~ 第 44図

j S K 1614土坑 K1616と同時期と考えられる。
出土遺物

S K 1616土坑(第45図、図版22)

調査区中央部の地山粘土層面でSK 1615に隣接した形で検出された。 3.1m X 1.8m、深さ 30cmの隅

丸方形の土坑である。 SB 1582と重複し、これよりも古いo

S K 1616出土遺物(第46図、図版31)

須恵器(1・2): 1はヘラ切り後、軽い撫で調整を施す杯である。底部内面に ixJのヘラ記号が

ある。 2はヘラ切りで、台周縁に撫で調整を施す台付杯である。

鉄製品(3):鉄鉱で下端が欠損している。

S K 1617土坑(第47図、図版23) 

調査区北部のS1 1595上面で検出された。長径3.7mX短径3.1m、深さ 50cmの楕円形の土坑で、あ

る。東側底面には径 10cm前後の小さな柱痕跡が多数検出されたが、これは S1 1595の周溝底部の小

柱痕跡と考えられる。

マf
2
J
 



2m である 。 7は底部に「九J

a の墨書がある。8は底部切

り離し後、丁寧な撫で調整を施す杯であ

l∞ |∞ 

ミ
ヨ
8

④ 

l∞ 

A 47mOO A 

家多
第45図 S K 1615・1616土坑 1 : 60 

iJ11鋭ふみ占jf.ι.調
¥[l 

S K 1617出土遺物 (第47

刻、図版32)

須恵器(1---4): 1は糸

切り無調整の杯である。2

はヘラ切り後、軽い撫で調

整を施す杯で、内外面に炭

化物が多く付着 している 。

3はヘラ切り後、撫で調整

を施す杯である。 4はヘラ

切り後、軽い撫で調整を施

す杯の底部破片で、底部に

判読不能の墨書がある。

赤褐色土器(5---9):5 

は糸切り後、体部下端にケ

ズリ調整を施す杯である 。

6、 7は糸切 り無調整の杯

る。 9は糸切 り無調整の皿である。

S K 1618土坑(第49図)

調査区東部の地山粘土層面で検出され

たO 直径70cm、深さ 20cmの円形の土坑

である。

2(7 -649) 

-¥ 1-Cコ

1 (7 -648) 

一一o3(7 -650) 

1: 3 lOan 

S K 1619土坑(第40図)

調査区南部の地山粘土層面で検出され
第46図 S K 1616土坑出土遺物

た。長径1.3m X短径0.9m、深さ 30cm の楕円形の土坑で、あるo S K 16日と 重複 し、 これよりも古い。

S K 1619出土遺物 (第50図、図版32)

赤褐色土器(1・2): 1は糸切 り無調整の杯で、焼きひずみが大きい。 2は糸切 りで体部下端にケ

ズリ調整を施す杯である。底部に 「厨jの墨書がある。

S K 1620土坑 (第49図)

調査区北部の地山粘土層面で検出された。長径2.0mX短径 1.6m、深さ45cmの楕円形の土坑で、ある。

n
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S 1 1596、SB 1535、SB

1589と重複 し、これらより

も新しい。

④ 

S K 1621土坑 (第47図)

調査区北部の S1 1596床

面で検出された。 SK 1617 

によって削平され現状では

長径1.0m X短径0.4m 以上、

深さ 34cmの楕円形の土坑で、

ある。 S1 1596、SK 1617 

と重複し、これらよりも

A 

A 
47mOO企

し'0

第47図 S K 1617・1621土坑

1(7-651) 2(7-652) 

7 倒 )

5(7-655) 

第48図 S K 1617土坑出土遺物

1 : 60 

3(7 -653) 

8(7 -658) 

、ミマー→-Jグ

1: 3 1色"

S K 1622土坑(第40図、図版23) 

調査区南部の地山粘土層面で検出された。南側が調査区外のため不明であるが、現状では東西3.1

mX南北1.8m、深さ47cmの隅丸方形の土坑で、ある。 SB 1 1583と重複 し、これよりも古い。

oj 
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ζ 〆勿d磁第49図 S K 1618・1620・1623土坑
1 : 60 

ミ J

01・3 5酬

第50図 S K 1619土坑出土遺物

S K 1622出土遺物(第51図、図版32)

須恵器(1・2): 1はボタン状のツマミのつく葦で、天井部

ヘラ切り後、撫で調整を施す。外面に「阿口jの墨書がある。

内面は硯に転用されている。 2はボタン状のツマミのつく蓋で、

天井部ヘラ切り後、軽い撫で調整を施す。

赤褐色土器(3) :糸切りで体部下端に縦方向の手持ちケズリ

調整を施す小型斐である。内面は体部にロクロ利用のカキ目調

整を施す。

S K 1623土坑(第49図)

調査区南西部の S1 1543床面で検出された。長径2.3mX短径1.6m、深さ 30cmのやや歪んだ楕円

形の土坑である。 SB 1586、SB 1588、S1 1543と重複 し、 SB 1586、SB 1588よりも新しく、 S

1 1543よりも古い。

S K 1624土坑(第 3図)

調査区南部の遺物包含層面で検出された。長径2m以上×短径1.1m、深さ 25cmの楕円形の土坑で、

あるo S B 1583、SB 1588と重複し、これらよりも古い。
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J i1. 

3)基本層序及び各層出土遺物

基本層序

1 (7-6臼)

第51図 S K ]622土坑出土遺物

2(7-663) 

3(7-664) 

1: 3 10a胃

第75次調査では調査区の東西で土層堆積の状況が異なっているが、 調査区全体として堆積時期の変

遷 をもとに基本層序 として位置付けると以下のようになる。

第 1層 表土・造成土 :現表土と小学校造成時の造成土。

第 2層 旧耕作土 :小学校造成以前の畑地耕作土。

第 3層 暗褐色土層 :調査区南西側から中央南側にかけて堆積する。

第 4層 黒褐色土 ・褐色土層 :調査区北東側に堆積する。古代の遺物包含層。堆積時期によ り細分

化される可能性がある。

地山粘土層:基盤である粘土層が地山となっている。

各層出土遺物

O表土・造成土・旧耕作土出土遺物(第52図、図版33)

須恵器(1-4):1、 3、4はヘラ切り後、撫で調整を施す杯。 2はヘラ切り無調整の杯である。

1は底部に 「信」の墨書、体部に判読不能の墨書、 2は底部に「厨」の墨書、 3は底部に判読不能の

-41ー
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1: 2 1曲四

第52図 表土 ・造成土 ・旧耕作土出土遺物
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墨書、4は底部に「戊Jの墨書がある。

かわらけ(5) :糸切り無調整、ロクロ成形の小型皿である。

赤褐色土器(6----12):6----8は糸切り無調整の杯である。 7は底部に「乞jの墨書、8は底部に判

読不能の墨書がある。 9----11は糸切り無調整の皿である。 11は体部に判読不能の墨書がある。 12は

甑の耳部分と考えられる。

緑紬陶器(13): 13は段皿口，縁部の破片である。

灰紬陶器(14、15): 14は段皿口縁部の破片である。両面に刷毛塗りにより施粕されている。15は

皿の底部破片と考えられ、 14と同一個体の可能性がある。

瓦 (16): 15葉細弁蓮華文軒丸瓦の破片である。

銭貨(17----19):いずれも寛永通宝で、17は四文銭、 18、19は新寛永と呼ばれるものである。

0第3層出土遺物(第53図、図版33)

赤褐色土器(1、 2):いずれも糸切 ¥ | ピク

墨書がある。

ゲ7-685) 

屋根型土器(3):外面は天井部に横

方向、側面に縦方向のタタキ目痕が認

められる。内面は前面に布目痕が認め

られ、型により整形されたと考えられ

る。上部には欠損しているが、把手又

は紐と考えられる二ヶ所の突起痕が認

められる。浅黄色を呈 し、胎土は砂場立

が多く混入する。焼成はやや不良で、軟

質である。
第53図 第 3層暗褐色土層出土遺物

':3 崎明

第54図 第 4層黒褐色土・褐色土層出土遺物
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0第4層出土遺物(第54図、図版34)

須恵器(1、 2): 1はヘラ切り後、撫で調整を施す杯の底部から体部下端の破片。 2は杯数の口縁

部破片である。 lは底部に 2は体部に判読不能の墨書がある。

赤褐色土器(3---5): 3は糸切り無調整の杯である。 4は糸切り無調整の杯の底部破片で、「厨ヵJ

の墨書がある。 5は脚付金司の脚部である。

灰紬陶器(6) :瓶類の胴部破片と考えられる。外面に施粕されているO
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皿 附第72次・第74次発掘調査出土遺物(未報告分)

、ι成10年度に実施した第72次・第74次調査出土遺物の補足報告である。概報では紙数の制約から

報告できなかったものであるが、 墨書土器をはじめ貴重な遺物が認められることから、補足して報告

するものである。

S I 1541出土遺物惨事55図。

須恵器(1) : 1はヘラ切
¥ャー」 --〆

り無調整の杯である。底部 I 1 (7-693) 

に判読不能の墨書がある。

赤褐色土器(2----5):い

ずれも糸切り無調整の杯で

ある。いずれも底部に判読

不能の墨書がある。 第55図

S K 1555第 1層出土遺物(第56図、図版34)

赤褐色土器(1・2) :いずれも糸切り

無調整の杯である。 2は内面に漆膜が付

着する。

ミてゴJ

S 1 1541竪穴住居跡出土遺物

S K 1555第 2層炭化物層出土遺物(第57図、図版34)

毎〉⑨ 
てこZ

M 

5 (7-6CJ7) I・

01・3 5ao 

赤褐色土器(1----3):いずれも糸切り無調整の杯である。 3は底部外面に IXJ のヘラ記号がある。

¥ 弓〆 ~U;〆
2(7-701 ) 

第57図 S K 1555土坑第 2層炭化物層出土遺物
、:3 '曲四

S K 1555第 1層・第 2層・第 3層炭化物層出土遺物(第58図、図版34)

瓦(1) :隅木覆瓦の破片と考えられる。同一個体と考えられる破片が十数点、第 1層から第 3層で

出土しているが、木口面側の部分は出土しておらず、全体の形状、大きさは不明で、ある。外面上部は

比較的丁寧な撫で調整を施すが、撫でが軽い箇所では工具を押しつけたと考えられる痕跡が認められ

る。末端部と側面は面取りを行った後、撫で調整を施す。側面の下部は丸みをおびているO 内面はケ

ズリ調整を施した後、強い撫で付けを行う。側面から 2cm ----5 cmの位置に釘を打ったと考えられる径
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1 cmの穴が穿たれているが、左右対称、の位置にはなっていない。

~ ----ー ・ーーー 一一一 一一ー一ー一一 ー・ー ー---. 

DlJ 

。六J
第58図 S K 1555土坑第 l層・第 2層・第 3層炭化物層出土遺物 ア

S K 1555第 4層炭化物層出土遺物(第59・60図、図版35---37)

須恵器(1---9): 1・2はヘラ切り後、撫で調整を施す杯である。 2は内面を硯に転用している。

3、4は糸切り無調整の杯である。 4は底部外面に煤状炭化物がみられ、体部外面に墨痕が認められ

る。内面は硯に転用している。 5は糸切りで台周縁に撫で調整を施す台付杯である。底部外面を硯に

転用している。 6はヘラ切りで台周縁に撫で調整を施す台付杯である。底部外面に煤状炭化物が付着

している。 7は擬宝珠状のツマミのつく蓋で、天井部切り離し後、ケズリ調整を施すため、切り離し

不明である。天井部外面に判読不能の墨書があり、内面は硯に転用している。 8、9は長頚瓶で、頚

部は破損している。体部外面は回転利用のケズリ調整及び縦方向の手持ちケズリ調整を施す。

土師器(10---14): 10は糸切り無調整の椀であるO 外面口縁部と内面口縁部から体部にかけて横方

向、内面底部に放射状のミガキ調整を施す。 11は糸切りで台周縁及び底部に木口状工具で撫で調整を

施す台付椀である。内面は体部下半から底部にかけて縦方向のミガキ調整を施した後、口縁部から底

部にかけて横方向、内面底部に同心円状のミガキ調整を施す。内外面に漆が付着する。 12は糸切りで

台周縁に撫で調整を施す台付椀である。内面底部に放射状のミガキ調整を施す。外面底部に判読不能

の墨書がある。 13は椀の口縁部から体部にかけての破片である。内面口縁部に横方向、体部に縦方向

及び斜方向のミガキ調整を施す。体部外面に「口厨jの墨書があるo 14は棄の体部破片であり、外面

に縦方向のケズリ調整を施す。内面には煤状炭化物が付着する。外面に判読不能の墨書がある。

赤褐色土器 (15---37) : 15 ---24は糸切り無調整の杯である。 18、19、21、23、24は底部に判読不能

の墨書、20は底部に「土jの墨書 、22は底部に「上」の墨書がある。 25、26は糸切りで体部下端に

-46-



1 (7-704) 

」 4
2里里里里・v

4 (7 -7m) 

5(7-7偲)

8(7-711) 

に グ一一一一一ーイ二三三主=云台計手f弓メノ
一「ム，ーーー』ーーーーーー-~:.;...:.ι"" . '/ J 

1~::-:-:二・ /1

レー - ー - 国 -，'，:，ゐ匂....f ，/ 

10(7 -713) 

7 

aj-D 
14(7 -716) 

¥匡 /

2(7-705) 

6(7-7ω) 

11 (7 -714) 

ミミ二主ず

17(7 -719) 

第 59図 S K 1555土坑第 4層炭化物層出土遺物①

-47-

7(7-710) 

9(7 -712) 

¥'----( ---iEごフ

、三壬ラグ

1: 3 lOon 



¥ トー----y ¥ 「一一てラ

¥|ミ---ら ¥___J ~ヲ \~-~~~- ~ ~ 三ヨヨグ
I 24(7 -72h) | お (7-7Tl) 

三一ιJ'
28(7-7?IJ) 

ミ」ごグ ミ占師7
31(7-733) 

32(7 -734) 33(7-735) 34(7 -736) 

I-V 忌ノ
t 

35( 7-737) 
36(7-738) 37( 7-739) 38( 7-740) 

1 :3 貨同

第60図 S K 1555土坑第 4層炭化物層出土遺物②

-48 -



ケズリ調整を施す杯である。 25は底部に判読不能の墨書、26は底部に「二」の墨書がある。 27---30 

は糸切りで台周縁に撫で調整を施す台付杯である。 27は底部に「中Jの墨書、28は底部に「日」の墨

、体部に判読不能の墨書、29は底部に「厨Jの墨書、30は底部に判読不能の墨書がある。31は杯

の口縁部から体部下半にかけての破片で体部外面に「弓弓Jの墨書がある。32---34は糸切りの杯の

底部破片で32は判読不能の墨書、 33、34は「厨」の墨書がある。 35、36は杯体部の破片で35は内面

に判読不能の墨書、 36は外面に「直Jの墨書がある。 37はリング状のツマミのつく蓋で、天井部切り

離し後、丁寧な撫で調整を施すため切り離し不明である。

不明土製品(38):フイゴ羽口の可能性があるが、フイゴ羽口の送風部にあたる箇所は穴が貫通 して

おらず、用途は不明である O

S K 1556出土遺物 (第61図、図版37)

須恵器(1) :外面体部にロクロ利用のカキ目調整を施した後、体部下半から下端にかけてケズリ調

整を施す小壷である。体部下半に「※ Jのヘラ記号がある。

赤褐色土器(2---4):2は糸切り無調整の杯である。 3、4は糸切り無調整の杯の底部破片である。

3は rxヵjのヘラ記号、 4は判読不能の墨書がある。
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第62図 第74次調査出土遺物
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第74次調査出土遺物(第62図、図版37)

1は表土出土、 2はSK 1581土坑湿土出土、 3-7は第3層黒褐色土層出土である。

赤褐色土器(1-7):1-5は糸切り無調整の杯である。 2は体部に「厨Jの墨書、 3は体部、 4、

5は底部に判読不能の墨書がある。 6、7は杯の体部破片で判読不能の墨書がある。
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N ま と め

第75次調査検出遺構の年代と変遷について

第75次調査は、城内中心施設である政庁の南東側に隣接する区域にあたり、調査地西辺は政庁区画

施設の南西隅より東へ約65m離れた位置となっている。この区域は、従来から未調査域が存在し、そ

の実態が明確で、なかった政庁から外郭東門へ至る聞の区域であり、大畑地区中央部から南部における

遺構の広がりや利用状況の把握を目的として、昨年度にヲ|き続き実施した。調査の結果、掘立柱建物

跡 9棟、柱列 3列、竪穴住居跡 6軒、土坑20基、溝跡7条、土取り穴2基等多数の遺構を確認し、居

住域や建物群といった形で周辺の利用状況を知ることができた。

検出遺構については、各遺構の出土遺物や重複関係、建物方位、及び住居壁の方位などから年代や

変遷の把握が可能である。

以下、各遺構の出土の年代比定資料や各遺構重複関係の検討を行い、方位関係などをふまえて調査

地全体の利用状況の変遷などについてキ食言すを加えてみたい。

1 )各遺構の年代について

調査区北西側の SK 1559埋土中層からリング状のツマミや扇平なツマミをもっ蓋が出土している。

これは、秋田城跡出土土器の基準資料である第 54次調査SG 1031土取り穴埋土出土土器に類似し、

8世紀第 3四半期から第 4四半期に位置付けられる (註 1)。したがって、 SK 1559は8世紀後半には

廃絶され、その後 9世紀中葉頃まで窪地として残り、廃棄場として残存していたと考えられる。

方、 SK 1559の東側で検出された S1 1596 . 1597よりも重複関係で新しい S1 1595からは、須

恵器杯類では法量がやや大きく、ヘラ切り、ナデ調整あるいは無調整のものや、糸切り後にケズリ調

整を施すものが出土している。さらに葦類ではリング状や擬宝珠状のツマミのものが出土している。

また、赤褐色土器斐類では、長胴斐の口縁部が上方へややつまみだされる特徴をもっ。これらは、第

54次調査 SG 1031の17層から 44層、上・下層スクモ層出土の土器に類似し、 8世紀第 4四半期に位

置付けられている (註2)。このことから S1 1595はこの時期に廃絶していることが考えられる。これ

より古い S1 1596、 S1 1597はやや位置をずらして建てられていることから考慮して、 8世紀中葉

に位置付けられると考えられる。 S1 1596からは底部全面にヘラ削り調整を施した、器高が低く、法

草のやや小振りな須恵器杯が出土している。これらは第54次調査 SG 1031覆土から出土している土

器類に類似していることから、 8世紀第2四半期に位置付けられると考えられる (註3)。

8世紀第 3四半期に位置付けられる S1 1595と重複し、これよりも新しい SK 1617埋土からは赤

褐色土器杯Bや底径比の小さい杯Aが出土しており (註4)、これらは 9世紀第 2四半期から第3四半

期にかけて位置付けられている、第54次調査のSG 1031の11層から 10層にかけての土器様相に類似

している (註5)。このことから SK1617は9世紀第2四半期以降 9世紀第3四半期までの年代に位置

付けられ、 9世紀第3四半期頃には廃絶していたと考えられる。
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調査区南側のSK 1622埋土より扇平なツマミを持つ須恵器蓋や、平底で底部切り離しが糸切りの体

部下端に手持ち削り調整を施す赤褐色土器小型饗が出土している。これらはS1 1595出土土器と類似

しているが、小型斐の口縁部が単純な「く」の字状を呈 していることから、 S1 1595よりやや遡るこ

とも考えられる (註6)。

調査区西側のS1 1592埋土より 9世紀第2四半期頃に位置付けられる赤褐色土器杯B・杯Aが、ま

たヘラ切りあるいは糸切り無調整の須恵器杯が出土している。 一方カマド周辺から体部外面にハケ目

調整を施し、口縁部が単純な「く Jの字を呈する赤褐色土器小型斐や赤褐色土器杯B等が出土してい

る。これらは、 9世紀第 2四半期から第3四半期に位置付けられる第54次調査 SG 1031の11層から

7層にかけての土器様相と類似している (註7)。また、 S1 1542と重複しこれよりも古いことから 9

世紀第 2四半期以降に廃絶していることが考えられる。これらのことから、 S1 1592は9世紀中葉の

年代に位置付けられる。 9世紀中葉に位置付けられる S1 1592と重複 し、これよりも 古い S1 1594 

からは口径が13cm前後のヘラ切りナデ調整で、逆台形を呈する須恵、器杯が出土 しており、これは 9世

紀第2四半期頃に位置付けられ (註8)、S1 1594はこの時期に廃絶したと考えられる。

調査区南西側の SK 1622の北側で検出されたSK 1611からは、土器類と共伴して漆紙文書が出土

し、この廃棄年代が重要となっている。出土土器類としては、赤褐色土器は底径比の縮小した杯Aや

口縁端部が短く上方につまみ出した小型斐などが出土している。これらは9世紀第 4四半期以降の出

現が指摘されており (註9)、特に赤褐色土器杯Aについては器型及び法量などから、第54次調査 SG

1031の 7層出土土器に類似している。このことから、 9世紀第4四半期を中心とする年代に位置付け

られると考えられる。 SK 1611よりも古い SK 1619からは、体部下端にケズリ調整を施す赤褐色土

器杯Bとともに、法量の大きな椀状を呈する杯Aが出土している。この杯Aは前述の SG 1031第10

層出土土器に類似していることから 9世紀第3四半期以降に位置付けられる (註 10)。

一方、 SK 1622よりも新しいSB 1583については柱掘り方埋土より、脚のついた赤褐色土器鉢形

土器や底径比の小さい杯が出土しており、これらは前述したSG 1031の 7層出土土器に類似している

ことから 9世紀第4四半期以降、 10世紀初頭を中心とする年代に位置付けられると考えられる。

調査区北側で検出された S1 1595より新しい SB 1582については、柱掘り方埋土より緑紬陶器輸

花椀の破片、及び底径比のやや小さい赤褐色土器Aが出土 しており、 9世紀第3四半期頃に位置付け

られる (設11)。

S B 1586については、 S1 1541と重複 し、これより古いことから 9世紀前半以前に位置付けられ

る。 一方、 SB 1586よりも古い SB 1588については 8世紀後半に位置付けられると考えられる。

以上のような出土遺物からの各遺構の年代的位置付けと、各遺構の建物方位や住居跡の方向との関

係を検討した結果、調査区全体において共通する時期的なまとまりと変化の傾向が把握された。

まず今次調査地検出遺構の建物方位及び住居壁の方向は、南北方向が北で西に約 1度から 6度振れ

るタイプ、北で東に約 5度振れるタイプ、さらに東に約 4度から西に4度まで振れるタイプの 3タイ

プに大別される。

第 1のタイプは、 S1 1597、S1 1596、SB 1588、S1 1595、SB 1535などが該当し、第 2のタ
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イプには、 S1 1594、 S1 1592などが該当 し、第 3のタイプには SB 1582、SB 1583、 SB 1587、

S B 1585などが該当する。第 1タイプの遺構の年代は、 8世紀から 9世紀第 1四半期頃までのものが

該当する。第 2タイプの遺構の年代は、 9世紀第2四半期のものが該当する。第 3タイプの遺構の年

代は、 9世紀第3四半期以降のものが該当する。

このことから、昨年に引き続き実施された政庁域南東側隣接地域である今次調査地でも建物跡や竪

穴住居跡の方位に規制が存在していたことと、 9世紀前半の第 1四半期から第2四半期にかけて、さ

らに第 2四半期から第 3四半期にかけてのある時期に、プラン設定の基となる方位の規則性があった

ことが第72次調査に続き立証された (註12)。この方位の規則性に基づけば、出土遺物や重複関係から

の年代的位置付けが困難である遺構についても年代的位置付けが可能になると考えられた。特に、区

画施設としての意味を持つ SA 1590柱列については、柱列の方向が北で約 1度東に振れており、 SB

1584とその方位が同じであることから調査区東側に展開すると考えられる施設を対象とし、年代的に

も9世紀後半の第4四半期以降の年代に位置付けられると考えられる。

以上のような調査地検出遺構の重複関係及び年代的位置付けに基づく変遷を整理すると以下のよう

になる。

SK 1622 SK 1611 SB 1583 

S 1 1597ぅ S1 1596 S 1 1595 

SB 1535 

SK 1617 r SB閃

SB 1582 

SK 1612ぅS1 1541 

SA 1590 

SB 1587 

SB 1588 SB 1586 S 1 1543ぅS1 1542ぅ SK1560 
SK 1623一一小

S 1 1594ーうS1 1592 

S 1 1593一子

SK 1559 

2)調査地の利用状況の変遷について

遺構の年代的位置付けや変遷に基づき、調査地全体の利用状況をまとめると以下のようになる。

まず調査区東側は 8世紀中葉から後半にかけて、 S1 1597、S1 1596などが造られ、居住域とし

て利用され、西側との聞にSK 1559が大きな窪地として存在していた。また、この南には西廟をもっ

S B 1588が存在していた。 S1 1596から S1 1595への建て替えを境にして、第72次調査地と同様に、

床面に鍛治炉を伴うと考えられる竪穴状工房が造られる。鍛治工房は 8世紀後半に廃棄され政庁域に

近い西側がその中心域となり、生産施設の区域として利用された東側の工房跡地は整地された。

そして、この周辺にSB 1535やSB 1586などの建物がSK 1559土取り穴を囲むような形で設置さ

れ、建物群の一面として利用された。 9世紀に入り、 9世紀第2四半期頃になると、 SB 1531、SB

1533などのような規則的配置に基づく掘立柱建物群の一画として利用された。

9世紀第2四半期後半から、 9世紀第3四半期にかけては、掘立柱建物群が廃絶され、ふたたびS
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1 1541、S1 1593、 S1 1594、 S1 1592などの居住域と SB 1582のような掘立柱建物群が造られ、

これらの廃絶後に利用状況が変化する。 SB 1582と相対する建物群については、調査区外に存在する

と考えられる。 SK 1559が徐々に埋まり、 SK 1555とした窪地となって存在し、遺物の廃棄カ苛子わ

れている。このSK 1555には、多数の漆紙とともに多数の漆付着土器が出土していることから、この

時期に存在した住居等が漆関係の工房とも考えられるが、調査区外に遺構の存在が予想され、今次調

査では裏付けはできなかった。そして、 9世紀後半以降になると、ふたたびSB 1589、SB 1583、S

B 1585のような規則的配置に基づく掘立柱建物群の一画として利用される。

以上のように、今次調査地全体及び隣接する第72次調査地の利用状況を重ね合わせて述べてみたが、

まだ不明な点が多く課題が残る状況に変わりはない。今回の調査では、南側や東側に存在すると考え

られる規則的な配置に基づく建物群を構成する可能性が高い遺構が未検出であり、この地域全体の建

物配置やその時期などの把握はできなかったが、平安時代における実務官衡の実能を知るうえで重要

な地域と考えられることから、今後この周辺の調査を進めて解明していく必要がある。

註 1 i秋田城跡出土土器と周辺窯の須恵器編年(試案)J r日本考古学協会 1997年度秋田大会蝦

夷・律令国家・日本海 シンポジウム 11j 1997年

註 2 a r秋田城跡平成元年度発掘調査概制秋田市教育委員会 1990年

b r秋田城跡平成2年度発掘調査概法』秋田市教育委員会 1991年

c小松正夫「秋田城とその周辺地域の土器様相(試案)一第54次調査の木簡・漆紙文書伴出

土器を中心にして-J r第 18回古代城柵官街遺跡、検討会資料j1992年

d伊藤武士「秋田城周辺須恵器窯の動向についてJr秋田考古学46号』秋田考古学協会 1998 

年

註 3 註 lに同じ

註 4 赤褐色土器の呼称、と杯A.Bの分類については、酸化炎焼成、非内黒、ロクロからの切り離し

が回転、静止糸切りのものを赤褐色土器とし、杯類の底部から体部下端及び下半にかけてケヅ

リ調整を施すものを杯B、無調整のものを杯Aとしている。

註 5 註2a b c dに同じ

註 6 註2a b c dに同じ

註 7 註2a b c dに同じ

註 8 註 1に同じ

註 9 註 1に同じ

註 10 註 2abcdに同じ

註 11 愛知県陶磁資料館主任学芸員井上喜久男氏にご教示いただいた。

註 12 r秋田城跡平成 10年度発掘調査概報』まとめ 秋田市教育委員会 1999年
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V 秋田城跡環境整備事業

平成11年度の整備(鵜ノ木地区第1次 18ヶ年計画)

平成11年度の整備は、鵜ノ木地区中央(4)の整備として、建物跡の平面表示及び柱列の表示等を行

った。

1 )建物跡の表示

本年度の整備地は、南側が急傾斜地の指定を受けるほど後世の土取りにより改変が加えられたとこ

ろであり、今回表示することとした建物跡もその南側が削平により失われていた。そこで今回建物跡

の表示を行うにあたっては、いつもは舗装等の縁切りとして使用している地先境界ブロックを、身舎

及び草干の出表示のための舗装厚分だけ下げ、その上にも表示のための舗装を行うことにより、建物は

まだあったがこの先は削平により壊されているという表現をすることにした。

舗装材については従来通り、軒の出は上層から桂砂樹脂加工 (4号・エポキシ樹脂・ t= 0.01 m)、

モルタル金ゴテ仕上げ (1: 3・t=0.05 m)、C-40路盤 (t=0.10m) とし、身舎部分は、上

層から自然石樹脂加工 (o3 m/m・エキポシ樹脂・ t= 0.01 m)、透水性アスフアルト(t =0.05 m) 

C-40路盤 (t=0.10m) を使用した。(第 1---3図・図版2) 

2) その他の整備

秋田城跡の環境整備においては、“原風景の復元"にも力を入れており、花粉分析等に基づいた往

時の植生復元も行っている。今回整備を行ったところでは、花粉分析でも検出された黒松(幹周 1m

以上)が多く自生していたが、平均60cmという盛土による二段根の発生や通気不足、排水不良が充分

に考えられること、移植についても幹周が 1mを越えるようなものは、長い準備期聞が必要であり、

掘り取り等による遺構に対する影響も大きいと考えられることから、黒曜石 (o4 ---25 m/m)を高温で

焼成し発泡させたものを O=4m、 t =0.15で敷き均し、幹周には筒状にした同製品を巻き付け、 二

段根の発生や通気不足、排水不良を防止することとした。(第 4図・図版3)

工事の概要は次のとおりである。

実施地区 鵜ノ木地区

実施面積 2，050 m2 総事業費 20，000千円

一ううー



工 種 種 5jU 細 目 数 量 金額 (千円) 備 考

敷 地 造 成 工 土 工 l式 4，512 切 ・盛土 (山砂、 赤土)

法覆工 か 76 法面整形 ・人工芝 (38rrl) 
園 路広 場 工

排水 工 。 73 3∞型 U型側溝 (12m)

建物跡表示 (1棟)

遺 跡 表示工 表示工 l式 4，484 柱列表示 (10本)

表示用石柱 (1 基)

上木 保 護工 1式 718 焼成黒曜石 (o 4 --25 ffi/rn) 

上木植栽工 // 283 黒松

修景 施 設工 植 栽工 下木植栽工 // 3~ ドウダンツツジ ・サツキ (大盃)

生 垣 工 // 846 マサキ 3本/ 1m (7伽1)

芝 工 種 子 吹 付 1，640rrl 261 自ク ローパー ベントグラスハイラン ド ケンタッキーブルーグラス

直接工事費計 11，643 

図版 1 平成 11年度環境整備地全京
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第 l図 建物跡表示平面図

~白

0.60ロ

第 2図 A-A'断面図

陶質レンガブロック

B 

第 3図 B-B'断面図

S=1 : 150 

S = 1 : 10 

路盤

S = 1 : 10 

ーラ7一

自然石樹脂加工 (t= 0.01.) 

(t = 0.01) 

B 
G.L 

B 

1 : 3 
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焼成黒曜石

新G'L

0.6 

|日G . L 
t = 0.15 

~ 4.00 

S = 1 : 20 上木保護二lて標準断面図第 4図

建物跡平田表不図版2

上木保護
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図版3



図版 1 第75次調査航空写真 (上 :西)
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第75次調 検出状況)(北から)

第75次調査遺構全景(取 検出状況) (北西から)

図版 2 -60-



第75次調査 遺構全景(重複関係上位検出遺構) (北から)

第75次調査 遺構全景(重複関係上位検出遺構) (北西から)

-61ー
図版 3



第75次調査 遺構全景(重複関係下位検出遺構) (北から)

第75次調査 遺構全景(重複関係下位検出遺構) (北西から)

図版 4 -62-



S B 1582掘立柱建物跡(西から)

S B 1582掘立柱建物跡ね掘り方断面

司

3
ζ

U

 

図版 5



図版 6
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S B 1583掘立柱建物跡 (西から)

S B 1583擁立柱建物跡

柱掘り方断面



から)

S B 1535掘立柱建物跡柱掘り方断

ベdζ
U
 

図版 7



図版 8

S B 1584掘立柱建物跡 (東から)

S B 1584掘立柱建物跡
柱掘り方断面
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S B 1585掘立柱建物跡(西から)

S B 1585掘立柱建物跡柱掘り方断面

図版 9
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S B 1586掘立柱建物跡、(西から)

S B 1586掘立柱建物跡、柏掘り方断面

図版 10
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S B 1588掘立柱建物跡、(西から)

，.，_ ..... 

S B 1588掘立柱建物跡柱掘り方断面

図版 11
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S B 1587 . 1589掘立柱建物跡(東から)

S B 1589掘立柱建物跡柱掘り方断面

図版 12
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SA 1590柱列 ・SD 1599溝跡 (南から)

S A 1590柱列柱掘り方断

司.
〆

r 

S D 1599溝跡北側断面(南から)

-71ー

S D 1599溝跡南側断面 (南から)

図版 13



S 1 1592竪穴住居跡

カマ ド (西から)

S 1 1592竪穴住居跡

(西から)

S 1 1593竪穴住居跡

(西から)

図版 14
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S 1 1594 

竪穴住居跡

(南から)

S 1 1595 --S 1 1597 
竪穴住居跡

(南から)

弓

3『， 図版 15



S 1 1595 . S 1 1597竪穴住居跡

司溝
から)

S D 1598 . S D 1600・SD 1602溝跡 (南から)

図版 16
A
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S K 1559土取り穴
(南から)

S D 1601 溝跡

(東から)

fJ-〉

‘‘、
1
 

•• 

図版 17
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" 
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ー /
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図版 18

" 
S K 1559土取 り穴(西から)

S K 1559土取り穴中層検出柱掘り方(南から)

-76-



S K 1560土取り穴 (南から)

S K 1560土取り穴工具痕跡 (北から)

-77ー
図版 19



S K 1605土坑 (南から)

S K 1606土坑 (北から)

図版 20 -78-



S K 1611土坑 (南から)

S K 1611土坑漆紙文書出土状況
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図版 21



S K 1614土坑 (南から)

S K 1615 . S K 1616土坑 (南から)

図版 22 -80-



S K 1617土坑 (南東から)

J . 

S K 1622土坑(南から)
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図版 23
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図版 37
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南
-
U
一

川

U
一

、
形
状

現
状
で
は
、

の
部
分
的
筆
画
が
確
認
で
き
る
程

わ
ず
か
な
正
位
文
字
と
左
文
b

度
の
状
態
で
あ

っ
た
。
こ
の
状
態
は
、

が
記
載
さ
れ
て
い
る

紙
の
表
裏
に
文

こ
と
を

吟
味
し
て
い
る
が
、
紙
は
風
化
さ
れ
、
き
わ
め
て
脆
弱
と
な

っ
て
お
り
、

オ
モ
テ
面
に
正
位
文
字
が
わ
ず
か
数
文
字
を
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、

裏
面
は
漆
の
付
着
が
厚
い
た
め、

漆
紙
そ

の
も
の
は
良
好
な
状
態
を
維
持
し
て
い

る
。今

回
の
解
読
作
業
で
は、

右
の
よ
う
な
資
料
状
態
を
十
分
に
配
慮
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
手
順
で
解
読
を
進
め
た
。

ま
ず
現
状
を
写
真
撮
影
し
た
。
次
に
数
文
字
の
正
位
文
字
が
遺
存
す
る
部
分
を

除
い
て
、
脆
弱
な
薄
皮
状
態
の
部
分
を
剥
が
し
取
る
と
、
左
文
字
の
墨
痕
が
鮮
や

か
に
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
、
漆
が
浸
透
し
た
紙
の

( 1 ) 

層
が
裏
文
書
の
墨
痕
を
左

文
字
と
し
て
と
ど
め
て
い
る
も
の
と
想
定
で
き
る
。

、
内
容

A

(正
位
文
字
)
文

文
字
の
大
き
さ
は
、
約
五
ミ
リ
ほ
ど
で
あ
り
、
籍
帳
類
に
特
有
の
小
さ
な
文
字

と
い
え
る
。

強痕
は
わ
ず
か
に
五
文
字
し
か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
歴
名
と
割
書
さ
れ
た
年
齢
と
年
齢
区
分
、
小
さ
な
文
字
な
ど
の
特
徴

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
ら
は
、

籍
帳
類
に
属
す
る
文

さ
ら
に
、
本
文

は
上
半
部
に
(
人
名
)

半
部
に
も

+
年
齢
・
年
齢
区
分
、

「
太
麻
巴
」

と
い
う
人
名
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
籍
帳
類
の
記
載
様
ず
と
し
て
は
、

つ
に
は
通
常
の

一
段

き
で
、

「
太
麻
呂
」

は
註
記
部
分
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
記
載
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か
。
そ
の
大
き
な
理

は
、
秋

城
出
土
の
漆
紙
文

段
に
記
載
し
た
歴
名
簿
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

エJ

を

様
式
は
、
上

・
下

も
つ
も
の
が

例
確
認
で
き
る

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

に
す
で
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同
様
の

昨
年
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。
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御
野
国
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京
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る

式
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の
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秋
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留
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よ
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さ
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き
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。
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司
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史
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れ
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。
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さ
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四
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却
一
腕
↑
純
一
耕
土

抱岬
守

帳

一

巻

進

守

憾

一

港

窃

馬

帳

一

袋

腸

家

飾

筏

帳

一
答
|
陣
晦
帳
一
港

帳

一

念

繋

飼

鳥

帳

一

傘

伯

姓

牛

馬

帳

一

谷

兵

馬

帳

一

袋

制

調

倒

吋

寸

場

4
叫
倒
.
制

.44
陣
除
山
崎

一
谷
会
副
品
般

「
ー
ー
ー

:1: 



方、

政

o
o
f
-

要
略
」
(

「
朝
集
公
文
」

お
よ
び

O
年
ご

ろ
成
立
)
巻

「
郡
司
器
杖
帳
」

が
み
え
る
。

の
中
に

「
国
器
伏
帳
」

政
事
要
略
圏
第
五
十
七

受
替
雑
事
問
凶
一

雑
n
公
文
事
上

紳花陸固
吐-j長典 。そ
帳|朝ll

|集|出白
祢.会規恐

宜文笠1pE
蹴 ' 問;LaL
帳 目哀
前t巳語
紙上 ・ー

志
雌

佐
渡

大
宰
旧
制
…

t

圏
分
二
寺
費
財
帳

自
演
軍
投
巴
上

自
明
治
続

畠

帳

放

生

帳

池

溝

帳

官

舎

帳

腐
家
帳
百
姓
牛
馬
帳
いお一

諸
郡
鋪
設
帳

出
雲
国
計
会
帳
に
み
え
る

「
官
器
杖
帳
」

「
郡
司
器
佼
帳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
は
軍

は

「
国
器
杖
帳
」
、
「
伯
姓
器
伏
帳
」

lま

十
七

に
載
せ
る

畿
内
十
月
一
日

七
道
十
一
月
一
日

信
尼
帳
玄
一
番

圃
木
帽
馬
問
歯
醤
帽
-m

殖
木
帳
主
一計

郎
計
曾
帳

国
別
付
伎
帳

会
副
払
舵
帳

郡
司
容
枇
帳

隠
馬
帳

防
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
郡
に
存
す
る
器
伎
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

る
武
器
の
種
類
と
数

「
延
喜
式
」
(
兵
部
省
)
に
よ
れ
ば
、

「
諸
国
器
伏
」

と
し
て
、
各
国
の
毎
年
造

の
場
合
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

」が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
出
羽
国
は
み
え
な
い
が
、
陸
奥
一玉

ハ
領
。
横
万
廿
口
。

陸
奥
国

そ
や

征
箭
六
十

----L-
/ ..... 

張

。
胡
線
六
十
具
。

そや

※
征
箭
は
戦
場
で
用

い
る
矢
の
こ
と

こ
れ
ら
諸
国
で
毎
年
製
作
さ
れ
る
武
器
は
、

※
胡
線
は
矢
を
入
れ
て
背
に
負
う
道
具
。

そ
の
様
杖

(た
め
し

〈
見
本
〉
)

が
種
類
別
に

つ

兵
部
省
に
報
告
さ
れ
、

進
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、

b
断
片
に
「
巻
」
と

い
う
数
量
単
位
が
み
え
る
。
武
器
・
武
具
類
の
う

ち
、
数
量
単
位
「
巻
」

は
、
次
の
資
料
を
参
考
と
す
れ
ば
、

「鞠」

と
推
定
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

多
賀
城
跡
出

漆
紙
文

〔武
具
貢
進
文

使
三
枝
部
山
道
所
進

胡
者
四

枚

鞠

巻

考察

uu 
四者

円日雇
I I解
I I文

※
鞠
は

を
射
る
と
き
肢
が
左
手
頚
を
打
つ
そ
の
衝
撃
を
防
ぐ
革
製
品
。

こ
の
帳
簿
は
、
出
羽
国
内
の
各
郡
か
ら
「
(
某
)
年
上
料
」
と
し
て
数
年
間
分
(
「
四

-10う一

( 4 ) 

年
」
「
五
年
上
料
」

な
ど
)
貢
進
さ
れ
た
武
器

・
武
具
に
関
す
る
も
の
で
、
各
郡
別

に
武
器
・
武
具
と
責
任
者
と
し
て
の
郡
領
(
大
領
・
少
領
)
名
、
さ
ら
に
文
末
に
は

月

の
記
載
の
あ
と
に
、
武
器
の
管
理
責
任
者
と
し
て
、
国
司
の
守
・
史
生
お
よ
び

某
郡
の
大
領

・
少
領
が
連
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
帳
簿
に
類
似
す
る
現
存
文
書
と
し
て
は
、
「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

(
『
平
安
遺
文
』

O
四
、

山
寺
蔵
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

は
延
喜
十
年
(
九

O
)
を
最
近
の
過
去
と
す
る

交
替
の
時
、

削
後
司
の
対
検
に
よ
る

倉
収
納
穀
、
特
に
不
動
穀
の
算
勘
が
行
わ
れ

た
際
に
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
で
あ
る
。

「
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」

と
同
様
に
、

国
郡
司
の
官
位
姓
名
が
く
り
返
し

記
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ

る
帳
簿
は
、
小
さ
な
断
片
な
が
ら
実
は
、
秋
田
城
跡
第



三
号
漆
紙
文

〔裏
l

二
次
文

の
特
徴
で
も
あ
る
。

第
一
三
号
文
書

4bJ JR 
J久~ ~ 

ーヲト dえ:主 ゑ7

~~在来ヌペ。 ‘ zz 
汗 4 人 前 JZ‘一一徳二 F亙τ吉i 不 ~ ~R入

打ネ ヂ““ T神~えー~nr一一茂二コ品 iE ヤ宰 τ7 'z 
』 iA イき 手匂 勾会え ~i A! j乏."，

a;ιJ自 JL苦手 jF学三三 J~lt 
目ゴ 25二jf 主

京三:主 ~ 
~ -f-- b 水

え五若干 ヰ~-~ -~ ;t専各才あ士五 !李会 4 汁 ~ '~ 
人今告 3・三 ムみムヰ
ぅ:れ- 獲し 薄-;t t 

庄支 迄 L 息長 2 5 9ト
二 千 戸 令 句
~{寸 -i~ 千人 三 λr
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一
、
釈
文

〔表〕A
 

〔阿
」

口
刀
部
身

麻
績
部
忍
麻
呂
戸
口

B 
P 
主

口 三
日村

剖l
麻 A
呂足
口 陸

治
東

B 衷

相
担

従
五
位
下
行
守

国
司

越中国官倉納穀交替記模式図

A 

'

少
領

郡
司

と
こ
ろ
で
、
漆
紙
文
ゴ

ら
九
世
紀
後
山

-104 -
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の
出
土
し
た

墳

(

ば

/'¥ 

は
、
土
器
の
年
代
か

の
も
の
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。

の

「
国
司
」

「守
多
治
比

×
」
と
い
う
人
物
は
、
文
献
史

の

料
に
み
え
る
九
世
紀
代
の
出
羽
国
守
名
か
ら
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
九
世
紀
代
の
出
羽
国
守
を
含
む
出
羽
町

ロ，表
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で



九

世

紀

出

羽

国

司
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寛可Z 和仁
慶 H3E E 年

一一一 一一 一一一一
号六五四 三 二一 四 三 二一 八 七六五四 三 二 一 八 七六五四 三二一 O 九 八 七 六

下従五 下従五 五従下 従五下 五下従
位

階

高
蕗原罰5孟君ユ 蔵臨告11 鎌商多陥1 

安倍比肩

守

-------

五下従 Z3下千t 五従下 従五下 従五下
位

階出

!?iiii 比高安鰭1孟冒。-邑

羽

介 国

-1 Ij_ ~_ _1 」 司

従六下 正六上 正六上 正上七 t五工F正六上 正六上 正六上
位

階

gZ童iv聖ZE Z書主官里E会主tz長t里E富主E主 主草Zt V 像

目

1¥ 1¥ 1¥ 1¥ 1¥ 
九九九九九
九 八 七六五

邑
泰

七

一

一

一

‘、、
-

-

-

'''
-

-

-

九
一

一

一

一
一

一

一

二

一
従
五
上
一

4
源
悦

I
l
l
1
1
14
一

能

代

市

史

資

料

編

古

代

・

中

世

一

編

集

平

成

十

年

三

月

三

十

日

発

行

能

代

市

史

編

さ

ん

委

員

会

げ
て
お
き
た
い。

次
に
九
世
紀
後
半
に
限
定
し
て
、
出
羽
国
守
に
関
す
る
史
料
を
参
考
ま
で
に
掲

-102 -
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九

世

紀

後

半

出

羽

守

関

係

史

料

の

的

『

日

本

文

徳

天

皇

実

録
』

O
六
月
廿
一
日従

五
位
下
藤
原
朝
臣
弘
道
箆
一一
出
羽
守
吋 驚

衡

年

紛

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日散

位
従
五
位
下
橘
朝
臣
信
蔭
気
一
一
出
羽
守
↓

貞

観

二

年

脳

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日是

日
.
以
一
一正
三
位
行
中
納
言
愈
陸
奥
出
羽
按
察
使
卒
朝
臣

高
棟
。
ハ
中
き
並
倍
周
二
大
納
言
刊
ハ
中
略
〉
銀
守
将
軍
従
王
位
下
粂
上
野
槽

〔
相
撲
〕

介
小
野
靭
臣
春
枝
宗
一
植
介
↓
鎮
守
将
軍
如
レ
故
.
従
五
位
下
行
武
磁
介
安

倍
朝
臣
比
高
貫
一
出
羽
構
介
↓

貞

観

六

年

紛

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
廿
七
日散

位
従
五
位
下
仲
宿
祢
春
宗
矯
-
一陸
奥
介
吋
従
五
位
下
行
出

羽
楢
介
安
倍
朝
臣
比
高
気
レ
守
.
従
五
位
下
行
陸
奥
介
文
室
朝
臣
甘
換
腕

自
信
同
-
一
銀
守
将
軍
↓

貞

観

七

年

総

『

日

本

三

代

実

録

』

O
正
月
十
六
日大

獄
少
納
従
五
位
下
多
治
異
人
高
棟
魚
一
一
出
羽
守
↓

下
御
春
朝
臣
ヰ
能
矯
-
一
銀
守
将
軍
↓

貞

観

十

年

従
五
位

初

『

類

緊

三

代

格

』

O
五
月
十
五
日

八

貞

観

七

年

太
政
官
符

際
レ
定
下
給
-
一
秋
徒
一
年
新
緑
狭
布
一
万
端
主
事

右
得
-
-
出
羽
園
解
-
m
情
。
検
ニ
案
内
↓
従
ニ
貞
観
六
年
一
以
降
。
正
税
帳
所
ニ
立

用
過
給
-
秋
一
線
。
狭
布
二
万
五
千
六
百
九
端
。
具
鍛
載
ニ
不
与
前
守
安
倍
靭

臣
比
高
解
由
吠
吋
進
レ
官
己
畢
。
販
後
園
吏
等
依
レ
例
給
レ
饗
行
ν
線
。
而
蹄

来
秋
徒
毎
年
敏
千
.
過
給
之
教
及
二
万
三
千
六
百
端
吋
今
以
『
有
レ
定
之
牒
↓

給
二
無
レ
限
之
徒
↓
人
衆
物
寡
。
渓
般
商
難
レ
浪
。
夫
夷
秋
気
レ
性
。
無
レ
遭
-
訟

喰
吋
管
封
-
-
恩
賞
吋
績
和
-
一
野
心
吋
望
請
。
准
ニ
先
例
一
被
レ
定
一一
年
新
一
万
一
一
一

千
六
十
端
↓
然
則
所
司
不
レ
努
ニ
勘
出
吋
図
吏
無
レ
煩
ニ
遜
替
↓
議
顎
一
宮

裁
-
者
.
右
大
臣
宣
.
奉
レ
勅
。
宜
v以
一
二
万
端
-
定
食
ユ
ザ
新
μ
若
調
狭
布

不
レ
足
。
以
ニ
正
税
一
貿
宛
。
但
過
行
以
二
国
司
公
解
一
填
納
。
立
食
ニ
恒
例
↓

貞
観
十
七
年
五
月
十
五
日

〔
参
考
〕

制

『

日

本

三

代

実

録

』

。
二
月
二
日

貞

観

三

年

波
二
陸
奥
図
司
守
従
五
位
上
坂
大
宿
術
省
選
.
介
従
王
位
下

伴
宿
伯
仲
春
宗
.
及
橡
己
下
記
事
以
上
公
解
↓
以
ヨ
前
守
従
五
位
上
文
室
朝

日
叫
時
解
由
不
与
過
一
一
程
限
-
也
・
前
守
有
異
。
記
事
現
木
種
主
等
。
科
-
一

公
事
稽
留
罪
刊
、
以
ニ
程
限
之
内
不
下
分
引
付
官
物
-
也
。

877 

『

日

本

三

代

実

録

』

元

慶

元

年

(

貞

観

九

年

四

月

十

六

日

改

元

)

O
十

一
月
廿
一
日

♀

MUti--s 

曾
ニ
百
官
一而
賀
誠
。
賜
レ
験
各
有
レ
差
。

2
8
従
五
位
上
行

出
羽
守
藤
原
朝
臣
興
世
正
五
位
下
。
ハ
後
略
》

-101 -
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貞
観

年
正
月
に
出
羽
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
多
治
(比
)

人
高
棟
は
、
少
な
く
と

も

観
十
七
年

月
当
時
に
お
い
て
も
、
出
羽
守
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
は
、

「
類
衆

「
前
守
安
倍

}¥ 

七
年
五
月
十
五

符
に
み
え
る

観

代
格
」
巻

朝
臣
比
高
」

の
不
与
解
白
状
の

件
で
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
羽
国
の
解

文
に
よ
れ
ば
、

貞
観
六
年
以
降
秋
称
が
超
過
し
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
を
前
守
安
倍

朝
臣
比
直
は
不
与
解
由
状
(
公
務
が
完
了
せ
ず
事
務
引
継
ぎ
が
で
き
な
い
と
き
の

類
)
に
記
し、

官
に
提
出
し
て
い
た
と
い
う
。
観
十
七
年
五
月
当
時
、
秋
称

の
年
料
額
を
太
政
官
に

申
し
た
出
羽
国
守
は
、
多
治
比

人
高
棟
で
あ

っ
た
と

み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
日
本

代
実
録
」

冗
慶
元
年
十

廿

条
に
よ
れ
ば
、

そ
の
時
の
出
羽
守
は
藤
原
朝
臣
興
世
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
多
治
比

人
高
棟
は、

観
十
年
(
八
六
八
)
正
月
に
出
羽
守

に
着
任
し
、
貞
観
十
七
年
(
八
七
五
)
五
月
十
五

以
降
元
慶
元
年
(
八
七
七
)十

月
廿

一
日
ま
で
の
聞
の
あ
る
時
点
で
藤
原
朝
臣
興
世
と
出
羽
守
を
交
代
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
上
記
の
史
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
本
漆
紙
文

中
に
み
え
る
「
×

五
年
上
料
」

は、

「
貞
観

a
断
片
の

「
四
年
」
も
同
様
に
「

観
五
年
上
料
」

と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、

四
年
上
料
」
の

一
品
と
み
な
せ
よ
う
。
本
文

年
紀
も
、
「
貞
観

五
年
上
料
」

の
次
行
に

「十

」
と
し
て
い
る

月
円

U

玉一司
の

月

円

U
日
付
と
み
て
よ
い
。

「
史
生
飛
鳥
戸
」

は、

特
定
す
る
史
料
が
な
い
。
た
だ
、

陸
奥
匡
に
関

」
と
い
う
ウ
ジ
名
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な

点
か
ら
考
え
る
と
、
貞
観
十
五
年
十

係
す
る
「
飛
鳥

わ
ち
、
延
暦
八
年
(
七
八
九
)
の
征
夷

流
為
率
い
る
蝦
夷

と
の
壮
烈
な

と
阿

戦
闘
で
征
夷
軍
側
は
大
敗
し
、
多
く
の
戦
死
者
を
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
陸
奥

国
関
係
者
と
と
も
に
「
安
宿

」(
リ
飛
鳥
戸
)
と
い
う
ウ
ジ
名
の
人
物
が
含
ま
れ

て
い
る
。

別
将
文
部
善
理
(
陸
奥
国
磐
城
郡
人
)

進

両
国
道
成

会
津
壮
麻
呂
(
陸
奥
国
会
j
郡
の
人
)

安
宿
戸
吉
足

大
伴
五

継〔
「続

成
条
〕

本
紀
』
延
暦
八
年
六
月

月

」
に
関
係
す
る
出
羽
国
の
史
料
と
し
て
は
、

時
期
的
に
降
る

い
わ
ゆ
る
後
三
年
の
役
(
一
O
八
三
1
八
七
)
に
登
場
す
る
雄
勝
郡
の
擬
少
領

外
正
六
位
下
吉
弥
候
武
信
、
大
領
外
従
五
位
下
吉
弥
候
武
宗
、
少
領
従
六
位
下
吉
弥

候
秀
武
の
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

が
、某

郡

大
領
h'. ιJ、

A
・

B
両
文

の
本
来
の
表
裏
関
係
は
、

1)'ミ

-100 -
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A
文

文
字
程
度
し
か
確
認
で

き
な
い
だ
け
に
、
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
。
た
だ
、

ち
、
「
ウ
ジ
名
+
名
」
の
記
載
が
、
「
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
日
」

の

B
文

で
は
、
人
名
の
う

例
の
み
で
あ
る

が、

自
著
で
は
な
く
、

で
記
さ
れ
て
い
る
。

の

に
類
似
し
た
か
収
納
物
品
+
収
納
責
任
者
H

を
繰
り
返
し
、
連
記
す
る

中
の
「
銭
納
帳
」
(
神
護
景
雲
四
年
〈
七

B
文

帳
簿
と
し
て
、
例
え
ば
、
正
倉
院
文

七
O
〉
)
が
あ
げ
ら
れ
る
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
「
正
倉
院
文
書
拾
遺
」
便
利

，当 ・

九
九

年
〕
。



f奉写一切経所銭納 l閲
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釈
文
)

こ
の
「
銭
納
帳
」

の
場
合
、
収
納

任
者
の
名
の
部
分
は
原
則
と
し
て
自
署
し

て
い
る
。

そ
の
点
で
は
、

B
文

は

hで《場

で

「ウ
ジ
名
+
名
」
を
記
載
し
て
お
り
、
正

(裏
)

Z
な
帳
簿
と
は
い
え
な
い

。

J
D

、っ

…十
ja

、
B
文
書
は
、
国
司
、
郡
司
の
す
べ
て
が
、
位
階
、
勲
位
等
を
省

銭
納
帳

六
月

の
十
三
日
請
銭
壱
拾
貫
文
右
雑
用
料
自
政
所
舗 神

護
景
雲
四
年

略
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た

「
越
中
国
官
倉
納
穀
帳
」
お
よ
び
秋
田

城
跡
第

す
漆
紙
文

の
裏
文

と
と
も
に
位
階
を
明
記
し
て
い
る
の
と
は
相

少
鎖
大
法
師
『
実

中

心

』

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

別
当
大
法
師

法
師
『
奉

違
す
る
。
と
く
に
秋
田
城
跡
第

号
文

は
二
次
文

に
も
か
か
わ
ら
ず
位
階

栄
』

の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
占
…
で
は
、

B
文
書
は、

正
式
な
公
文
で
は
な
く
、
秋
田
城

-

七

月

l

一

一
、
三
日
請
新
銭
壱
拾
貫
文
右
雑
用
料
自
政
所
摘

一

案
主
上
司
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』
一

一

少

鎖

大

法

師

『

笑

忠

』

別

当

大

法

師

『

円

智

』

一

法

師

『

奉

栄

』

一

一
の
廿
九
日
納
新
銭
参
貫
右
雑
用
料
自
政
所
所
舗

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』
一

一

少

鎖

大

法

師

『

実

忠

』

別

当

大

法

師

一法

師

『

奉

栄

』

一

一

八

月

一

一t
b
片「同様加出
産
惨
向
指
民
間
協
1
1
1
1
1
1
;
L

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

少

鋲

大

法

師

『

実

忠

』

別

当

大

法

師

法
師
『
奉

の
廿
四
日
納
銭
壱
貫
陸
伯
弐
文
句
壮
一帥
等
-
布
施
一料

に
留
め
お
か
れ
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
郡
別

に
秋
田
城
へ

貢
進
し
た
武
器
と
出
納
責
任
者
と
し
て
郡
司
の
名
を
列
記
し
、
各
都

末
に
は
月

と
一玉一
司
お
よ
び
郡
司
を
記
し
、

頁
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

( 11 ) 

と
把
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
帳
簿
は
、
兵
部
省
に
毎
年
提
出
さ
れ
る

「
国
器
杖
帳
(
官
器
伎
帳
)
」
の
案
文
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
「
国
器
伎
帳
」
を
も

含
め
た
秋
田
城
に
備
え
お
か
れ
た
数
年
に
わ
た
る
器
佼
関
係
の
帳
簿
と
い
え
よ

、つノ
O

帳
様、以
文

の
点
を
考
え
併
せ
る
と
、
現
段
階
で
は
、

B
文

は

応
「
秋
田
城
器
杖

」
と
い
う
文

と
み
て
お
き
た
い
。
貞
観
年
間
当
時
の
出
羽
国
府
は
出

栄
』

の
器
杖
帳
も
最
終
的
に
は
国
府
へ
送

付
さ
れ
、

「
出
羽
国
器
佼
帳
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

羽
郡
に
所
在
し
た
と
す
れ
ば
、
秋
田
城
管

最
後
に
試
み
に
本
文

を
復
原
し
て
示
し
て
お
き
た
い

。

少
鎖
大
法
師
『
実

中
川
』

案
主
上
『
馬
養
』
味
酒
『
広
成
』

別
当
大
法
師

法
師
『
奉

栄
』



〔
復
原
〕

0
0郡

大
領
公
子
諸
鳥

郡
司

少
領
上
野
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂

貞
観
十
四
年
上
料

末
筆
な
が
ら
、
資
料
整
理
お
よ
び
解
読
に
あ
た
り
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
日
本

少大
領領

学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
三
上
喜
孝
氏
に
対
し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

貞
観
十
五
年
上
料

十
二
月
〔

U
日
国
司

郡
司

-97 -
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0
0郡

貞
観
十
四
年
上
料

黒
漆
胡
禄
二
具

鞠

O
巻

大
領
公
子
諸
鳥

少
領
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
目

貞
観
十
五
年
上
料

弓
四
張

矢
四
具

十

月
n 
u 
日

国

史司守

生多
飛治
鳥比
戸真。人
O 高

キ東



第26号文書裏焼き写真(赤外線テレビカメラ)
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ふりがな

書 名

副 書 名

巻 次

シ リ ー ズ 名

シリーズ番号

編著者名

編集機関

所 在 地

発行年月日

ふりがな

所収遺跡名

あきたじようあと

秋田城跡

所収遺跡名

秋田城跡

第75次調査

あきたじよ うあと

秋田城跡

報 主ヒ
Eコ

平成 11年度秋田城跡発掘調査概報

秋田城跡調査概報

日野 久、松下秀博、西谷 隆、進藤

秋田市教育員会、秋田城跡調査事務所

書抄録

靖

干011-0)01 秋田県秋田市寺内字焼山56 Tel 018-845・1837 Fax 018-845-1318 

200 0年 3月

ふりがな コ 一 ド 北 緯 東経 調査面積

調 査 期 間 調 査 原 因
所 在 地 市町村 遺跡番号

。，" 。，" 
ロ1

あきたしてらうち

秋田市寺内 05201 186 39度 140度 第75次調査

44分 05分 199W412 ~ 1，3∞ 学術調査

20秒 00秒 199912σ7 

種 別 主な時代 主な 遺構 王 な 遺 物 特 記 事 項

城柵官街 奈良~平安 掘立柱建物跡 9 ;f.東 須恵器、土師器 、赤褐 政庁跡東側の大畑地区

遺跡 竪穴住居跡 6 ;f.東 色土器、 墨書土器、灰 中央部の調査

柱列 2列 粕陶器、緑粕陶器、瓦、 正位文字の文書が籍帳

溝跡 7条 硯、フイゴ羽口、土製 類 、左文字の文書が秋

土坑 20基 品、鉄製品、石製品、 田城器イ丈帳様文書 と考

土取り穴跡 2基 漆紙文書、銭貨、縄文 えられる九世紀後半の

土器、弥生土器 漆紙文書が出土した

平安時代の官街ブロッ

クを構成する可能性が

高い建物群を検出した
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秋田城跡調査事務所要項

I 組織規定

心
引
U
わ

3

H
 

第

第
則

日
見
4
4』ノ

今
，'血

清

月

志
家

l

m
年今

，，h

月

5

5

和

年

昭

づ
J旧

正

手
↑昭

改粋
L
反

』
』
』

阿只見ゴノ織且4昔什局務事ム
一品

員委育，ザ
ヘ

卓

3
4

市田秋

第 1条

4.第 3条第4項に掲げる事務を分掌させるため、文化振興に所属する機関として、秋田城跡

調査事務所を置く 。

第 3条

4.秋田城跡調査事務所における事務分掌は、おおむね次のとおりにする 。

、史跡秋田城跡の発掘に関すること。

、史跡秋田城跡の出土品の調査および研究に関すること 。

H 発掘調査体制

1 )調査体制

秋田市教育委員会

教育長 石黒俊郎

文化課長 小松正夫

調査機関

秋田城跡調査事務所

所 長 日野 久

、席主査 松下秀博

査 西谷 f塗

王 事 進藤 靖

2) 調査指導機関

宮城県多賀城跡調査研究所



印刷・発行

発行

秋田城跡(平成11年度)

平成 12年 3月

秋田市教育委員会

秋田城跡調査事務所

干 011-0901 秋田市寺内字焼山 56

TEL 018-845-1837 FAX 018-845-1318 

印 刷 秋田印刷製本株式会社
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